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平成２８年第４回天草市議会（定例会）議案 

議案番号 件          名 提出年月日 議決年月日 議決の結果

報告第１１号 専決処分事項の報告について 
平成２８年 

１２月６日 

報告第１２号 専決処分事項の報告について 〃   

報告第１３号 専決処分事項の報告について 〃   

議第１４９号 
天草市職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の

一部を改正する条例の制定について 
〃   

議第１５０号 

天草市議会議員に対する議員報酬及び費用弁償

等に関する条例等の一部を改正する条例の制定

について 

〃   

議第１５１号 
天草市職員の給与に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について 
〃   

議第１５２号 
天草市職員の退職手当に関する条例等の一部を

改正する条例の制定について 
〃   

議第１５３号 
天草市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する

条例の一部を改正する条例の制定について 
〃   

議第１５４号 
天草市消防団員の定員、任用、給与、服務等に関

する条例の一部を改正する条例の制定について 
〃   

議第１５５号 

天草市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給

に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

〃   

議第１５６号 
天草市し尿処理場条例の一部を改正する条例の

制定について 
〃   

議第１５７号 
天草市税条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 
〃   

議第１５８号 
天草市国民健康保険税条例の一部を改正する条

例の制定について 
〃   

議第１５９号 
天草市水道事業及び下水道事業の設置等に関す

る条例の一部を改正する条例の制定について 
〃   

議第１６０号 指定管理者の指定について（河浦中央児童館） 〃   



議案番号 件          名 提出年月日 議決年月日 議決の結果

議第１６１号 
指定管理者の指定について（天草市本渡水産物荷

さばき施設） 

平成２８年 

１２月６日 

議第１６２号 
指定管理者の指定について（天草宝島国際交流会

館ポルト） 
〃   

議第１６３号 指定管理者の指定について（天草市民センター） 〃   

議第１６４号 指定管理者の指定について（牛深総合センター） 〃   

議第１６５号 平成２８年度天草市一般会計補正予算（第７号） 〃   

議第１６６号 
平成２８年度天草市国民健康保険特別会計補正

予算（第１号） 
〃   

議第１６７号 
平成２８年度天草市介護保険特別会計補正予算

（第２号） 
〃   

議第１６８号 
平成２８年度天草市後期高齢者医療特別会計補

正予算（第１号） 
〃   

議第１６９号 
平成２８年度天草市浄化槽市町村整備推進事業

特別会計補正予算（第１号） 
〃   

議第１７０号 
平成２８年度天草市簡易水道事業特別会計補正

予算（第１号） 
〃   

議第１７１号 
平成２８年度天草市国民健康保険診療施設特別

会計補正予算（第１号） 
〃   

議第１７２号 
平成２８年度天草市歯科診療所特別会計補正予

算（第１号） 
〃   

議第１７３号 
平成２８年度天草市斎場事業特別会計補正予算

（第１号） 
〃   

議第１７４号 
平成２８年度天草市病院事業会計補正予算（第２

号） 
〃   

議第１７５号 
平成２８年度天草市水道事業会計補正予算（第２

号） 
〃   

議第１７６号 
平成２８年度天草市下水道事業会計補正予算（第

１号） 
〃   



報告第１１号 

   専決処分事項の報告について 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により議会において指定さ

れている事項について、次のとおり専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。 

平成２８年１２月６日提出 

天草市長 中 村 五 木 

１ 事故発生日時 平成２８年７月９日（土曜日） 

午後５時３５分頃 

２ 事故発生場所 天草市栖本町湯船原 地内 

３ 和解の相手方 天草市在住者（男性、５６歳、車両保有者） 

４ 事故の概要 上記日時及び場所において、本市職員が運転する公用車が、国道を横断しよ

うとして市道から国道に進入したところ、国道を直進してきた相手方車両と

衝突し、相手方及び双方車両に損害を与えた。 

５ 損害賠償の額 ３２１，７５０円（相手方車両分及び身体的損害賠償分） 

６ 和解事項 当事者双方は、今後本件に関して、裁判上又は裁判外において一切の異議及び

請求の申立てをしないこと。 
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報告第１２号 

   専決処分事項の報告について 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により議会において指定さ

れている事項について、次のとおり専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。 

平成２８年１２月６日提出 

天草市長 中 村 五 木 

１ 事故発生日時 平成２８年５月２４日（火曜日） 

午後８時３５分頃 

２ 事故発生場所 天草市五和町御領 地内 

３ 和解の相手方 天草市在住者（男性、３８歳、車両保有者） 

４ 事故の概要 上記日時及び場所において、本市消防団員が運転する消防積載車が、市道を

走行していた際に、左から進入してきた相手方車両と衝突し、相手方及び双

方車両等に損害を与えた。 

５ 損害賠償の額 １２３，９５０円（相手方車両分及び身体的損害賠償分） 

６ 和解事項 当事者双方は、今後本件に関して、裁判上又は裁判外において一切の異議及び

請求の申立てをしないこと。 
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報告第１３号 

   専決処分事項の報告について 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により議会において指定さ

れている事項について、次のとおり専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。 

平成２８年１２月６日提出 

天草市長 中 村 五 木 

１ 事故発生日時 平成２８年７月８日（金曜日） 

午後３時００分頃 

２ 事故発生場所 天草市東町 天草市民センター第１駐車場内 

３ 和解の相手方 天草市在住者（男性、６２歳、車両保有者） 

４ 事故の概要 上記日時及び場所において、本市職員が運転する公用車がバックで駐車しよ

うとしたところ、停車中の相手方車両と接触し、相手方車両に損害を与えた。 

５ 損害賠償の額 ３５，２７４円（相手方車両分） 

６ 和解事項 当事者双方は、今後本件の車両についての損害に関して、裁判上又は裁判外に 

      おいて一切の異議及び請求の申立てをしないこと。 
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議第１４９号 

   天草市職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例の制定について 

 天草市職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例を次のように制定する

ものとする。 

  平成２８年１２月６日提出 

                            天草市長 中 村 五 木 

天草市職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例 

（天草市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正） 

第１条 天草市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成１８年天草市条例第３５号）の一

部を次のように改正する。 

第１１条中「介護休暇」の次に「、介護時間」を加える。 

第１５条第１項中「介護をするため、」の次に「職員の申出に基づき、要介護者の各々が

当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、３回を超えず、かつ、通算して６月を超え

ない範囲内で指定する期間（以下「指定期間」という。）内において」を加え、同条第２項

中「要介護者の各々について介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する６箇月の

期間内」を「指定期間内」に改め、同条の次に次の１条を加える。 

（介護時間） 

第１５条の２ 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護

を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する３年の期間（当該要介護者に係る指定期

間と重複する期間を除く。）内において１日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相

当であると認められる場合における休暇とする。 

２ 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において１日につき２時間を超えない範囲内

で必要と認められる時間とする。 

３ 介護時間については、給与条例第３０条の規定にかかわらず、その勤務しない１時間に

つき、給与条例第３２条に規定する勤務１時間当たりの給与額を減額する。 

第１７条の見出し及び同条中「及び介護休暇」を「、介護休暇及び介護時間」に改める。 
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（天草市上下水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正） 

第２条 天草市上下水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（平成１８年天草市

条例第２５７号）の一部を次のように改正する。 

 第１４条第２項中「又は介護休暇」を「、介護休暇」に改め、「支障があるもの」の次に

「（以下この項において「要介護者」という。）」を、「休暇をいう。）」の次に「又は介

護時間（当該職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一

の継続する状態ごとに、連続する３年の期間内において１日の勤務時間の一部につき勤務し

ないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。）」を加える。 

（天草市病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正） 

第３条 天草市病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（平成２１年天草市条例

第８８号）の一部を次のように改正する。 

  第２１条第２項中「又は介護休暇」を「、介護休暇」に改め、「支障があるもの」の次に

「（以下この項において「要介護者」という。）」を、「休暇をいう。）」の次に「又は介

護時間（当該職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一

の継続する状態ごとに、連続する３年の期間内において１日の勤務時間の一部につき勤務し

ないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。）」を加える。 

附 則 

１ この条例は、平成２９年１月１日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正前の天草市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第１７条の規定

により介護休暇の承認を受けた職員であって、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）

において当該介護休暇の初日から起算して６月を経過していないものの当該介護休暇に係る

第１条の規定による改正後の天草市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第１５条第１項に

規定する指定期間については、初日から施行日以後の日（初日から起算して６月を経過する

日までの日に限る。）までの期間を指定するものとする。 

 （提案理由） 

 介護休暇の分割及び介護時間の新設を行うため、条例を改正する必要がある。  

これが、この条例を提出する理由である。 
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議第１５０号 

   天草市議会議員に対する議員報酬及び費用弁償等に関する条例等の一部を改正する条例

の制定について 

 天草市議会議員に対する議員報酬及び費用弁償等に関する条例等の一部を改正する条例を次

のように制定するものとする。 

  平成２８年１２月６日提出 

                            天草市長 中 村 五 木 

   天草市議会議員に対する議員報酬及び費用弁償等に関する条例等の一部を改正する条例 

 （天草市議会議員に対する議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正） 

第１条 天草市議会議員に対する議員報酬及び費用弁償等に関する条例（平成１８年天草市条

例第３９号）の一部を次のように改正する。 

  第５条第２項中「１００分の１６５」を「１００分の１７５」に改める。 

第２条 天草市議会議員に対する議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を次のように改

正する。 

  第５条第２項中「１００分の１５０」を「１００分の１５５」に、「１００分の１７５」

を「１００分の１７０」に改める。 

 （天草市長等の給与及び旅費に関する条例の一部改正） 

第３条 天草市長等の給与及び旅費に関する条例（平成１８年天草市条例第４３号）の一部を

次のように改正する。 

  第５条第２項中「１００分の１６５」を「１００分の１７５」に改める。 

第４条 天草市長等の給与及び旅費に関する条例の一部を次のように改正する。 

  第５条第２項中「１００分の１５０」を「１００分の１５５」に、「１００分の１７５」

を「１００分の１７０」に改める。 

 （天草市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の一部改正） 

第５条 天草市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例（平成２１年天草市条例第８７号

）の一部を次のように改正する。 
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  第５条第２項中「１００分の１６５」を「１００分の１７５」に改める。 

第６条 天草市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の一部を次のように改正する。 

  第５条第２項中「１００分の１５０」を「１００分の１５５」に、「１００分の１７５」

を「１００分の１７０」に改める。 

   附 則 

（施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条、第４条及び第６条の規定は、平成

２９年４月１日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の天草市議会議員に対する議員報酬及び費用弁償等に関する条   

 例第５条第２項の規定、第３条の規定による改正後の天草市長等の給与及び旅費に関する条 

 例第５条第２項の規定及び第５条の規定による天草市病院事業管理者の給与及び旅費に関す

る条例第５条第２項の規定は、平成２８年１２月１日から適用する。 

 （給与の内払） 

３ 改正後の天草市議会議員に対する議員報酬及び費用弁償等に関する条例、改正後の天草市 

 長等の給与及び旅費に関する条例及び天草市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の 

 規定を適用する場合においては、次の各号に掲げる条例の規定に基づいて支給された給与は、

当該各号に定める条例の規定による給与の内払とみなす。 

 第１条の規定による改正前の天草市議会議員に対する議員報酬及び費用弁償等に関する

条例 改正後の天草市議会議員に対する議員報酬及び費用弁償等に関する条例 

 第３条の規定による改正前の天草市長等の給与及び旅費に関する条例 改正後の天草市

長等の給与及び旅費に関する条例 

 第５条の規定による改正前の天草市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例 改正

後の天草市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例 

 （提案理由） 

 期末手当の支給月数を改めるには、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２０３条第４

項及び第２０４条第３項の規定により、条例を改正する必要がある。 

 これが、この条例を提出する理由である。 
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議第１５１号

   天草市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 天草市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成２８年１２月６日提出 

                            天草市長 中 村 五 木 

   天草市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 （天草市職員の給与に関する条例の一部改正） 

第１条 天草市職員の給与に関する条例（平成１８年天草市条例第４６号）の一部を次のよう

に改正する。 

第２条第１項中「勤勉手当」の次に「、災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当、新型イ

ンフルエンザ等緊急事態派遣手当」を加える。 

第１０条第１項中「４１万３，３００円」を「４１万３，８００円」に改める。 

第２７条第２項第１号中「１００分の８０」を「１００分の９０」に、「１００分の１０

０」を「１００分の１１０」に改め、同項第２号中「１００分の３７．５」を「１００分の

４２．５」に、「１００分の４７．５」を「１００分の５２．５」に改め、同条の次に次の

１条を加える。 

（災害派遣手当等） 

第２７条の２ 災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当又は新型インフルエンザ等緊急事態

派遣手当(以下「災害派遣手当等」という。)は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２

３号）第３２条若しくは大規模災害からの復興に関する法律（平成２５年法律第５５号）

第５６条、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（平成１６年法

律第１１２号）第１５４条(同法第１８３条において準用する場合を含む。)又は新型イン

フルエンザ等対策特別措置法（平成２４年法律第３１号）第４４条に規定する職員が、住

所又は居所を離れて本市の区域内に滞在することを要する場合に支給する。 

２ 災害派遣手当等の額は、滞在した期間及び施設の区分に応じ、別表第４に定めるとおり

とする。 
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３ 前２項に規定するもののほか、災害派遣手当等の支給に関し必要な事項は規則で定め

る。 

別表第１を次のように改める。 

別表第１（第４条関係） 

行政職給料表 

職員の区分  職務の

級

号給 

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 

給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

  円 円 円 円 円 円 円

再任用職員

以外の職員

1 141,600 191,700 227,900 261,100 287,100 317,700 361,800

2 142,700 193,500 229,500 263,000 289,300 319,900 364,400

3 143,900 195,300 231,000 264,800 291,600 322,200 366,900

4 145,000 197,100 232,600 266,900 293,700 324,400 369,500

5 146,100 198,700 234,100 268,700 295,700 326,600 371,500

6 147,200 200,500 235,800 270,600 298,000 328,600 374,000

7 148,300 202,300 237,300 272,500 300,300 330,800 376,300

8 149,400 204,100 238,900 274,600 302,500 333,000 378,800

9 150,500 205,800 240,300 276,700 304,600 335,100 381,300

10 151,900 207,600 241,800 278,700 306,900 337,300 384,000

11 153,200 209,400 243,400 280,800 309,100 339,400 386,600

12 154,500 211,200 244,800 282,800 311,400 341,600 389,300

13 155,800 212,600 246,300 284,800 313,500 343,500 391,700

14 157,300 214,400 247,800 286,900 315,600 345,500 394,000

15 158,800 216,100 249,100 288,900 317,800 347,600 396,200

16 160,400 217,900 250,500 290,900 319,900 349,600 398,600

17 161,700 219,600 252,000 292,900 322,000 351,400 400,400

18 163,200 221,300 253,700 294,900 324,000 353,400 402,400

19 164,700 222,900 255,400 297,000 326,100 355,200 404,300

20 166,200 224,500 257,200 299,000 328,100 357,100 406,100
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21 167,600 226,000 258,800 301,000 330,000 359,100 408,000

22 170,300 227,700 260,600 303,100 332,100 361,000 409,800

 23 172,900 229,300 262,300 305,100 334,100 363,000 411,600

24 175,500 230,900 264,000 307,200 336,200 364,900 413,500

25 178,200 232,200 266,000 309,000 337,700 366,900 415,300

26 179,900 233,700 267,900 311,100 339,600 368,800 416,800

27 181,600 235,100 269,700 313,200 341,500 370,800 418,300

28 183,300 236,400 271,500 315,200 343,400 372,800 419,900

29 184,800 237,700 273,200 317,100 345,100 374,300 421,500

30 186,600 238,900 275,100 319,100 347,000 376,100 422,800

31 188,400 239,900 277,000 321,200 348,900 377,900 424,100

32 190,100 241,100 278,700 323,300 350,700 379,500 425,300

33 191,700 242,400 280,400 324,700 352,600 381,300 426,500

34 193,200 243,600 282,300 326,700 354,400 382,700 427,800

35 194,700 244,800 284,100 328,600 356,200 384,200 429,100

36 196,200 246,100 286,000 330,700 357,900 385,800 430,300

37 197,500 247,000 287,600 332,600 359,300 387,200 431,500

38 198,800 248,400 289,300 334,500 360,600 388,400 432,300

39 200,100 249,800 291,100 336,500 362,000 389,600 433,100

40 201,400 251,300 292,900 338,400 363,400 390,700 433,900

41 202,700 252,700 294,600 340,300 364,700 391,800 434,500

42 204,000 254,100 296,300 342,200 365,600 393,000 435,200

43 205,300 255,500 297,900 344,000 366,700 394,200 435,900

44 206,600 256,800 299,500 345,900 367,800 395,300 436,600

45 207,800 258,000 301,200 347,400 368,600 396,000 437,400

46 209,100 259,300 302,900 348,800 369,500 396,700 438,200

47 210,400 260,700 304,500 350,300 370,400 397,400 438,600

48 211,700 262,000 306,200 351,800 371,300 398,100 439,300

49 212,800 263,300 307,300 353,400 372,200 398,700 439,800
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50 213,900 264,400 308,800 354,200 373,000 399,300 440,200

 51 214,900 265,700 310,300 355,400 373,800 399,800 440,600

 52 216,000 267,000 311,900 356,400 374,600 400,200 441,000

53 217,100 268,000 313,500 357,300 375,300 400,600 441,400

54 218,100 269,100 315,100 358,400 376,000 400,900 441,800

55 219,000 270,400 316,700 359,300 376,700 401,200 442,200

56 220,000 271,700 318,200 360,400 377,400 401,500 442,500

57 220,600 272,800 319,700 361,300 377,900 401,800 442,800

58 221,500 273,800 320,900 362,000 378,500 402,100 443,200

59 222,300 274,800 322,100 362,700 379,100 402,400 443,500

60 223,200 275,900 323,300 363,400 379,800 402,700 443,800

61 223,900 277,100 324,000 363,800 380,200 403,000 444,100

62 224,900 278,100 324,900 364,400 380,900 403,300

63 225,700 279,000 325,700 365,100 381,500 403,600

64 226,600 280,000 326,500 365,800 382,100 403,900

65 227,300 280,700 327,400 366,100 382,500 404,200

66 228,100 281,600 327,800 366,800 383,100 404,500

67 229,000 282,300 328,500 367,500 383,700 404,800

68 230,100 283,200 329,300 368,200 384,300 405,100

69 230,800 284,200 330,100 368,500 384,700 405,300

70 231,500 285,000 330,800 369,100 385,200 405,600

71 232,100 285,800 331,500 369,800 385,700 405,900

72 232,900 286,600 332,200 370,400 386,300 406,200

73 233,700 287,400 332,700 370,700 386,600 406,400

74 234,400 287,900 333,300 371,300 387,000 406,700

75 235,100 288,300 333,800 372,000 387,400 407,000

76 235,700 288,800 334,400 372,600 387,800 407,200

77 236,400 288,900 334,700 373,000 388,100 407,400

78 237,200 289,300 335,200 373,500 388,400 407,700
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79 238,000 289,500 335,600 374,100 388,700 408,000

 80 238,700 289,900 336,100 374,600 389,000 408,200

 81 239,400 290,100 336,500 375,100 389,200 408,400

82 240,100 290,300 337,000 375,700 389,500 408,700

83 240,800 290,700 337,500 376,200 389,800 409,000

84 241,500 291,000 338,000 376,500 390,000 409,200

85 242,100 291,300 338,300 376,900 390,200 409,400

86 242,800 291,600 338,700 377,400 390,500

87 243,500 291,900 339,200 377,800 390,800

88 244,200 292,300 339,600 378,200 391,000

89 244,900 292,600 339,900 378,600 391,200

90 245,400 293,000 340,300 379,100 391,500

91 245,800 293,300 340,800 379,500 391,800

92 246,300 293,700 341,200 379,900 392,000

93 246,600 293,800 341,400 380,200 392,200

94 294,000 341,800

95 294,400 342,300

96 294,800 342,700

97 295,000 342,800

98 295,300 343,300

99 295,700 343,700

100 296,100 344,000

101 296,300 344,300

102 296,600 344,700

103 297,000 345,100

104 297,300 345,500

105 297,500 346,000

106 297,800 346,400

107 298,200 346,800
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108 298,500 347,200

 109 298,700 347,700

 110 299,100 348,100

111 299,500 348,400

112 299,800 348,700

113 299,900 349,200

114 300,200

115 300,500

116 300,900

117 301,100

118 301,300

119 301,600

120 301,900

121 302,300

122 302,500

123 302,800

124 303,100

125 303,400

再任用職員 186,900 214,400 254,400 273,800 288,900 314,300 356,000

（備考） この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。 

別表第２医療職給料表（一）、医療職給料表（二）及び医療職給料表（三）を次のように

改める。 

医療職給料表（一） 

職員の区分 職務の級

号給 

１級 ２級 ３級 ４級 

給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

  円 円 円 円

再任用職員以外

の職員 

1 245,200 330,500 395,500 470,600

2 247,700 333,500 398,400 472,900

3 250,200 336,400 401,300 475,100
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 4 252,700 339,400 404,100 477,400

 5 255,000 342,100 406,800 479,700

 6 258,800 345,400 409,500 481,900

7 262,600 348,500 412,300 484,100

8 266,400 351,600 415,000 486,300

9 270,000 354,500 417,500 488,300

10 274,000 357,400 420,200 490,400

11 278,000 360,500 422,900 492,500

12 282,000 363,700 425,600 494,600

13 285,800 366,700 428,000 496,700

14 289,800 370,300 430,500 498,800

15 293,700 373,500 432,900 500,900

16 297,600 377,200 435,400 503,000

17 301,400 380,800 437,600 505,100

18 305,000 383,500 440,000 507,100

19 308,500 386,300 442,400 509,100

20 312,100 389,000 444,800 511,100

21 315,700 391,900 446,600 512,900

22 319,400 394,500 449,000 514,700

23 322,900 397,100 451,400 516,600

24 326,400 399,500 453,700 518,500

25 329,900 401,800 455,800 520,200

26 332,700 404,100 458,100 522,000

27 335,300 406,400 460,300 523,800

28 337,900 408,700 462,600 525,600

29 340,700 411,000 464,800 527,400

30 342,800 413,100 467,100 529,200

31 345,000 415,100 469,400 531,000

32 347,400 417,200 471,600 532,800
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 33 349,700 419,300 473,600 534,400

 34 352,100 421,200 475,700 536,200

 35 354,300 423,200 477,800 537,900

36 356,800 425,200 479,900 539,700

37 359,200 427,200 482,000 541,300

38 361,600 429,200 483,800 542,900

39 364,000 431,200 485,600 544,300

40 366,200 433,200 487,400 545,900

41 368,500 435,100 489,100 547,400

42 369,900 436,900 490,900 548,800

43 371,400 438,600 492,700 550,200

44 372,800 440,400 494,500 551,500

45 374,300 442,300 496,100 552,700

46 375,700 444,100 497,800 553,700

47 377,200 445,900 499,600 554,700

48 378,700 447,600 501,400 555,700

49 379,900 449,400 503,000 556,700

50 380,900 451,100 504,300 557,600

51 381,900 452,900 505,600 558,500

52 382,800 454,700 506,900 559,400

53 383,800 456,600 508,100 560,200

54 384,700 457,800 509,400 561,100

55 385,600 459,000 510,700 562,000

56 386,500 460,200 512,000 562,900

57 387,400 461,400 513,000 563,800

58 388,300 462,400 513,800 564,700

59 389,100 463,400 514,600 565,600

60 389,900 464,400 515,400 566,300

61 390,600 465,200 516,300 567,200
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 62 391,100 465,900 517,100 568,100

 63 391,500 466,600 518,000 569,000

 64 392,000 467,300 518,800 569,900

65 392,300 468,000 519,700 570,800

66 468,700 520,600

67 469,400 521,300

68 470,100 522,200

69 470,500 523,100

70 471,200 523,900

71 471,900 524,800

72 472,600 525,700

73 473,000 526,500

74 473,600 527,400

75 474,300 528,300

76 475,000 529,000

77 475,400 529,800

78 476,000 530,700

79 476,600 531,600

80 477,100 532,500

81 477,700 533,300

82  478,200 534,200 

83  478,700 535,100 

84  479,200 536,000 

85  479,600 536,800 

86  480,200 537,700 

87  480,600 538,600 

88  481,100 539,500 

89  481,600 540,300 

90  482,200  
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 91  482,800  

 92  483,200  

 93  483,700  

94  484,300  

95  484,900  

96  485,500  

97  486,000  

再任用職員  295,400 337,800 392,200 465,200

（備考） この表は、診療所に勤務する医師及び歯科医師に適用する。 

医療職給料表（二） 

職員の区

分 

職務の

級

号給 

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 

給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

  円 円 円 円 円 円 円

再任用職

員以外の

職員 

1 146,500 184,400 219,800 245,900 278,100 325,500 370,300

2 147,900 186,000 221,400 247,300 280,100 327,500 373,000

3 149,300 187,600 223,000 248,500 282,300 329,700 375,600

4 150,700 189,200 224,600 249,900 284,400 331,900 378,300

5 151,900 190,700 226,000 251,100 286,600 333,900 380,700

6 153,700 192,300 227,600 252,300 288,700 336,100 383,400

7 155,400 193,900 229,100 253,500 290,800 338,200 386,000

8 157,100 195,400 230,700 254,600 292,900 340,400 388,700

9 158,800 197,000 232,000 255,900 294,900 342,300 390,800

10 160,500 198,700 233,500 256,900 297,100 344,400 393,100

11 162,200 200,300 234,900 257,900 299,200 346,600 395,300

12 164,000 202,000 236,100 258,900 301,400 348,700 397,500

13 165,500 203,600 237,800 260,200 303,600 350,300 399,600

14 167,400 205,200 239,200 261,700 305,500 352,300 401,600
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 15 169,400 206,800 240,400 263,300 307,600 354,200 403,600

 16 171,300 208,400 241,800 264,800 309,600 356,200 405,700

 17 173,200 209,900 242,900 266,300 311,700 358,100 407,500

18 175,100 211,500 244,100 268,100 313,700 360,100 409,500

19 176,900 213,200 245,300 269,900 315,800 362,100 411,400

20 178,800 214,900 246,500 271,700 317,900 364,100 413,500

21 180,700 216,200 247,900 273,500 319,800 365,900 415,300

22 182,200 217,700 248,900 275,300 321,800 367,900 416,900

23 183,700 219,100 249,900 277,100 323,700 370,000 418,500

24 185,200 220,600 251,000 278,800 325,700 372,100 420,000

25 186,800 222,000 252,200 280,600 327,600 373,500 421,500

26 188,300 223,400 253,600 282,500 329,500 375,300 422,800

27 189,800 224,700 255,000 284,400 331,500 377,100 424,100

28 191,200 226,000 256,500 286,200 333,500 378,800 425,400

29 192,700 227,400 257,900 288,200 335,000 380,600 426,700

30 194,000 228,800 259,600 290,000 336,800 382,100 427,900

31 195,300 230,300 261,300 291,800 338,500 383,700 429,100

32 196,600 231,700 262,900 293,700 340,300 385,400 430,200

33 198,000 233,000 264,400 295,400 342,000 386,700 431,400

34 199,400 234,300 266,200 297,100 343,800 388,000 432,600

35 200,800 235,300 267,900 298,900 345,700 389,300 433,800

36 202,200 236,600 269,600 300,700 347,500 390,500 435,000

37 203,300 238,000 271,100 302,200 349,300 391,600 436,300

38 204,600 239,300 272,800 303,900 351,000 392,800 437,100

39 205,900 240,400 274,500 305,500 352,600 393,900 437,500

40 207,200 241,700 276,100 307,100 354,300 395,000 438,200

41 208,400 243,000 277,800 308,900 355,500 395,800 438,700

42 209,600 244,200 279,400 310,600 356,600 396,600 439,100

43 210,800 245,400 281,100 312,200 357,800 397,400 439,500
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 44 212,000 246,500 282,800 313,900 359,000 398,200 439,900

 45 213,200 247,600 284,300 315,000 360,200 398,600 440,300

 46 214,300 249,000 286,000 316,400 361,000 399,200 440,700

47 215,300 250,500 287,700 317,900 362,200 399,700 441,100

48 216,400 251,900 289,300 319,500 363,300 400,100 441,400

49 217,400 253,500 290,700 320,900 364,300 400,500 441,700

50 218,400 254,900 292,300 322,200 365,300 400,800 442,100

51 219,300 256,300 293,700 323,400 366,300 401,100 442,400

52 220,300 257,600 295,300 324,700 367,300 401,400 442,700

53 220,900 258,700 296,700 325,800 368,100 401,700 443,000

54 221,800 260,100 298,200 326,800 368,900 402,000 

55 222,500 261,500 299,600 327,900 369,800 402,300 

56 223,500 262,800 301,100 328,900 370,700 402,600 

57 224,200 263,800 302,300 329,400 371,200 402,900 

58 225,100 265,100 303,500 330,300 372,000 403,200 

59 225,800 266,400 304,700 331,100 372,800 403,500 

60 226,600 267,700 306,100 332,000 373,600 403,900 

61 227,500 268,600 307,400 332,800 374,000 404,100 

62 228,300 269,800 308,600 333,100 374,700 404,400 

63 229,200 271,100 309,900 333,700 375,400 404,700 

64 230,300 272,400 311,100 334,400 376,100 405,000 

65 230,900 273,400 312,500 335,000 376,500 405,200 

66 231,700 274,500 313,300 335,700 377,100

67 232,500 275,500 314,100 336,400 377,800

68 233,300 276,600 314,900 337,100 378,400

69 234,000 277,700 315,500 337,800 378,800

70 234,700 278,700 316,200 338,300 379,300

71 235,400 279,800 316,900 338,900 379,800

72 236,000 280,900 317,500 339,500 380,300
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 73 236,700 281,700 318,200 339,800 380,900

 74 237,500 282,400 318,400 340,400 381,400

 75 238,300 282,900 319,000 340,900 382,000

76 239,000 283,700 319,600 341,500 382,600

77 239,600 284,500 320,200 342,000 383,100

78 240,200 285,100 320,700 342,500 383,600

79 240,800 285,700 321,200 343,000 384,100

80 241,400 286,300 321,700 343,400 384,600

81 241,700 287,000 322,300 343,700 384,900

82 242,100 287,500 322,800 344,000 385,400

83 242,500 287,900 323,200 344,400 385,800

84 242,900 288,300 323,700 344,700 386,200

85 243,300 288,500 324,200 345,200 386,600

86  288,700 324,600 345,500   

87  288,900 324,800 345,800   

88  289,100 325,200 346,100   

89  289,500 325,600 346,500   

90  289,700 326,000 346,800   

91  289,900 326,400 347,200   

92  290,100 326,800 347,500   

93  290,500 327,100 347,900   

94  290,700 327,300 348,200   

95  290,900 327,700 348,500   

96  291,200 328,000 348,800   

97  291,600 328,200 349,100   

98  291,900 328,500 349,500   

99  292,100 328,800 349,900   

100  292,400 329,100 350,300   

101  292,700 329,300 350,800   
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 102  292,900 329,600 351,200   

 103  293,100 330,000 351,600   

 104  293,400 330,200 352,000   

105  293,700 330,300 352,500   

106   330,600    

107   331,000    

108   331,200    

109   331,400    

110   331,800    

111   332,200    

112   332,600    

113   332,800    

再任用職

員 
187,900 214,500 242,700 256,100 281,300 322,000 364,200

（備考） この表は、診療所に勤務する歯科衛生士及び歯科技工士に適用する。 

医療職給料表（三） 

職員の区

分 

職務の級

号給 

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 

給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

  円 円 円 円 円

再任用職

員以外の

職員 

1 160,100 187,600 236,000 258,900 284,100

2 161,500 189,700 237,800 259,900 285,900

3 163,000 191,800 239,600 260,800 287,700

4 164,400 193,800 241,400 261,900 289,600

5 165,900 195,900 242,800 262,700 291,400

6 167,400 198,200 244,100 263,700 293,200

7 168,900 200,500 245,300 264,500 295,100

8 170,400 202,800 246,600 265,500 296,900

9 171,700 205,200 247,700 266,600 298,800

10 173,400 206,600 248,800 267,400 300,700
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 11 175,000 208,000 249,700 268,500 302,500

 12 176,600 209,400 250,600 269,700 304,400

13 178,100 210,800 251,900 271,000 306,100

 14 180,100 212,300 253,000 272,300 307,700

15 182,100 213,800 253,800 273,500 309,500

16 184,100 215,000 254,800 275,000 311,300

17 186,300 216,400 255,600 276,300 313,100

18 188,400 217,900 256,500 277,700 314,700

19 190,500 219,400 257,500 278,900 316,400

20 192,600 220,900 258,400 280,300 318,100

21 194,700 222,300 259,300 281,900 319,600

22 196,900 224,000 260,300 283,500 321,100

23 199,100 225,700 261,200 285,000 322,700

24 201,300 227,400 262,200 286,400 324,200

25 203,300 228,800 263,400 287,700 325,800

26 204,600 230,500 264,700 289,500 327,200

27 205,900 232,200 265,900 291,300 328,700

28 207,200 233,900 267,200 293,000 330,300

29 208,400 235,500 268,400 294,600 331,600

30 209,600 236,900 269,900 296,200 333,100

31 210,900 238,200 271,500 297,800 334,500

32 212,100 239,300 272,900 299,500 336,000

33 213,400 240,600 274,500 300,900 337,600

34 214,700 241,700 276,000 302,400 339,100

35 216,000 242,600 277,300 304,000 340,700

36 217,300 243,700 278,600 305,600 342,200

37 218,700 244,800 280,200 307,100 343,900

38 220,100 245,900 281,600 308,500 345,500

39 221,400 246,800 283,100 310,000 347,000
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 40 222,800 247,900 284,500 311,600 348,600

 41 223,800 248,600 286,100 313,200 349,800

42 225,200 249,500 287,600 314,600 351,300

 43 226,600 250,400 289,100 316,000 352,800

44 228,000 251,300 290,700 317,500 354,200

45 229,200 252,100 292,000 318,500 355,800

46 230,600 253,100 293,400 319,900 356,800

47 231,900 254,000 294,900 321,300 358,300

48 233,200 255,000 296,400 322,800 359,600

49 234,300 256,000 297,700 323,900 361,000

50 235,400 257,200 299,000 325,300 362,400

51 236,400 258,400 300,300 326,600 363,700

52 237,500 259,600 301,700 327,900 365,100

53 238,600 260,700 303,200 329,300 366,600

54 239,700 262,200 304,500 330,700 367,800

55 240,700 263,600 305,900 332,100 368,900

56 241,700 265,000 307,300 333,400 370,100

57 242,600 266,600 308,300 334,300 371,200

58 243,600 268,200 309,500 335,600 372,100

59 244,300 269,700 310,700 336,800 373,100

60 245,300 271,200 312,100 338,100 374,100

61 246,200 272,600 313,200 339,200 374,700

62 247,200 274,100 314,500 340,100 375,500

63 248,000 275,600 315,800 341,300 376,300

64 249,000 276,900 317,000 342,600 377,100

65 249,900 278,500 318,300 343,700 377,800

66 250,900 280,000 319,600 344,900 378,500

67 252,000 281,500 320,900 346,100 379,300

68 252,900 283,000 322,200 347,200 380,000
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 69 253,700 284,100 322,900 348,200 380,600

 70 254,800 285,600 324,000 349,200 381,200

71 255,900 287,100 325,100 350,300 381,900

 72 257,100 288,500 326,000 351,400 382,500

73 258,500 289,700 327,300 352,200 383,200

74 259,800 291,100 328,000 353,300 383,700

75 261,100 292,400 329,100 354,400 384,300

76 262,300 293,700 330,300 355,500 384,800

77 263,300 295,200 331,400 356,200 385,200

78 264,400 296,500 332,600 357,000 385,800

79 265,700 297,700 333,700 357,800 386,300

80 266,900 299,000 334,900 358,500 386,600

81 268,000 299,700 336,000 359,100 386,900

82 269,000 300,900 337,100 359,600 387,400

83 270,100 302,000 338,100 360,200 387,800

84 271,200 303,200 339,200 360,700 388,100

85 272,000 304,300 340,100 361,300 388,400

86 272,900 305,500 341,100 361,800 388,900

87 274,000 306,700 342,000 362,400 389,400

88 275,100 307,800 343,000 362,900 389,800

89 276,100 309,100 344,000 363,300 390,100

90 277,000 310,300 344,800 363,700 390,500

91 277,900 311,500 345,600 364,300 391,000

92 278,900 312,700 346,400 364,800 391,400

93 279,900 313,500 347,000 365,100 391,800

94 280,900 314,200 347,600 365,600 

95 281,800 314,900 348,300 366,000 

96 282,800 315,500 348,900 366,300 

97 283,600 316,200 349,300 366,900 
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 98 284,400 316,500 349,700 367,400 

 99 285,000 317,100 350,200 367,900 

100 285,900 317,800 350,600 368,400 

 101 286,700 318,200 351,100 369,000 

102 287,500 318,800 351,500 369,500 

103 288,300 319,400 352,000 370,000 

104 289,100 320,000 352,400 370,400 

105 289,800 320,400 352,700 371,000 

106 290,300 320,900 353,200 371,500 

107 290,800 321,400 353,600 372,000 

108 291,300 321,900 353,900 372,500 

109 291,500 322,300 354,400 373,100 

110 291,800 322,700 354,900 373,500 

111 292,000 323,000 355,400 374,000 

112 292,400 323,300 355,900 374,500 

113 292,700 323,700 356,400 375,100 

114 292,900 324,100 356,900  

115 293,300 324,500 357,400  

116 293,600 324,800 357,800  

117 293,900 325,000 358,200  

118 294,200 325,300 358,600  

119 294,500 325,700 359,100  

120 294,900 325,900 359,600  

121 295,200 326,100 360,000  

122 295,600 326,400 360,500  

123 295,900 326,700 361,000  

124 296,300 327,000 361,500  

125 296,500 327,200 361,800  

126 296,700 327,500   
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 127 297,000 327,900   

 128 297,400 328,100   

129 297,600 328,200   

 130 297,900 328,500   

131 298,300 328,900   

132 298,700 329,100   

133 298,900 329,400   

134 299,200 329,800   

135 299,600 330,200     

136 299,900 330,600     

137 300,100 330,900     

138 300,400 331,300     

139 300,800 331,700     

140 301,100 332,100     

141 301,300 332,400     

142 301,700 332,800     

143 302,100 333,100     

144 302,400 333,500     

145 302,500 333,800     

146 302,800 334,200     

147 303,100 334,600     

148 303,500 335,000     

149 303,700 335,300     

150 303,900 335,700     

151 304,200 336,100     

152 304,500 336,500     

153 304,900 336,800     

154 305,100      

155 305,300      
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 156 305,600      

 157 305,900      

158 306,200      

 159 306,500      

160 306,800      

161 307,200      

162 307,500      

163 307,800      

164 308,100       

165 308,500        

166 308,800        

167 309,100        

168 309,400        

169 309,800        

再任用職

員 
234,300 254,600 261,800 272,000 288,300

（備考） この表は、診療所に勤務する看護師及び准看護師に適用する。 

別表第３の次に次の１表を加える。 

別表第４（第２７条の２関係） 

利用施設の区分 

本市の区 

域に滞在した期間 

公用の施設又は 

これに準ずる施設 

（1 日につき） 

その他の施設 

（1 日につき） 

30 日以内の期間 3,970 円 6,620 円

30 日を超え 60 日以内の期間 3,970 円 5,870 円

60 日を超える期間 3,970 円 5,140 円

（備考） 

１ 本市の区域に滞在した期間は、第２７条の２第１項に規定する職員が本市の区域内

に到着した日から同地を出発した日の前日までの期間とする。 

２ 公用の施設又はこれに準ずる施設とは、旅館業法（昭和２３年法律第１３８号）第
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２条に規定するホテル営業又は旅館営業の施設以外の施設をいう。 

第２条 天草市職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

 第１１条第１項に次のただし書を加える。 

 ただし、次項第１号及び第３号から第６号までのいずれかに該当する扶養親族（以下「 

扶養親族たる配偶者、父母等」という。）に係る扶養手当は、医療職給料表（一）の適用 

を受ける職員でその職務の級が４級であるもの（以下「医（一）４級職員」という。）に

対しては、支給しない。 

第１１条第２項第２号中「及び孫」を削り、同項中第５号を第６号とし、第４号を第５号

とし、第３号を第４号とし、第２号の次に次の１号を加える。 

 満２２歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある孫 

 第１１条第３項を次のように改める。 

３ 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については１人につき６，５００円、

前項第２号に該当する扶養親族（以下「扶養親族たる子」という。）については１人につ

き１万円とする。 

第１２条第１項中「がある場合又は職員に次の各号のいずれかに該当する」を「（医（一

）４級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。）がある場合、医（一）４級職員から医（

一）４級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合又は職員に

次の各号のいずれかに掲げる」に改め、「（新たに職員となった者に扶養親族がある場合又

は職員に第１号に該当する事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、そ

の旨を含む。）」を削り、同項第１号中「場合」の次に「（医（一）４級職員に扶養親族た

る配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。）」を加え、同項第２

号中「前条第２項第２号又は第４号」を「扶養親族たる子又は前条第２項第３号若しくは第

５号」に改め、「至った場合」の次に「及び医（一）４級職員に扶養親族たる配偶者、父母

等たる要件を欠くに至った者がある場合」を加え、同項第３号及び第４号を削り、同条第２

項中「に扶養親族」の次に「（医（一）４級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。）」

を加え、「、扶養親族」を「、医（一）４級職員から医（一）４級職員以外の職員となった

職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の

規定による届出に係るものがないときはその職員が医（一）４級職員以外の職員となった日、

職員に扶養親族（医（一）４級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。）で同項の規定に

よる届出に係るもの」に改め、「ない」の次に「場合においてその」を加え、「前項第１号
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」を「同項第１号」に、「生じた場合においてはその」を「生じたときはその」に改め、「

死亡した日」の次に「、医（一）４級職員以外の職員から医（一）４級職員となった職員に

扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職

員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が医（一）４

級職員となった日」を、「の扶養親族」の次に「（医（一）４級職員にあっては、扶養親族

たる子に限る。）」を加え、「すべて」を「全て」に改め、同条第３項中「これを受けてい

る職員に更に第１項第１号に掲げる事実が生じた場合、扶養手当を受けている職員の扶養親

族で同項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合、扶養

手当を受けている職員について同項第３号若しくは第４号に掲げる事実が生じた場合又は職

員の扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった

者が特定期間にある子となった」を「次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた」に、「こ

れらの」を「その」に、「扶養手当を受けている職員に更に第１項第１号」を「第１号又は

第３号」に改め、「（扶養親族たる子、父母等で同項の規定による届出に係るものがある職

員で配偶者のない者が扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる

子、父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。）及び扶養手当を受けている職員のうち

扶養親族たる子、父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員

となった場合における当該扶養親族たる子、父母等に係る扶養手当の支給額の改定」を削り、

同項に次の各号を加える。 

 扶養手当を受けている職員に更に第１項第１号に掲げる事実が生じた場合 

 扶養手当を受けている職員の扶養親族（医（一）４級職員にあっては、扶養親族たる

子に限る。）で第１項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに

至った場合 

 扶養親族たる配偶者、父母等及び扶養親族たる子で第１項の規定による届出に係るも

のがある医（一）４級職員が医（一）４級職員以外の職員となった場合 

 扶養親族たる配偶者、父母等で第１項の規定による届出に係るもの及び扶養親族たる

子で同項の規定による届出に係るものがある職員で医（一）４級職員以外のものが医（

一）４級職員となった場合 

 職員の扶養親族たる子で第１項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子

でなかった者が特定期間にある子となった場合 

第２７条第２項第１号中「１００分の９０」を「１００分の８５」に、「１００分の１１

- 29 -



０」を「１００分の１０５」に改め、同項第２号中「１００分の４２．５」を「１００分の

４０」に、「１００分の５２．５」を「１００分の５０」に改める。 

第３２条中「１８」を「毎年４月１日から翌年３月３１日までの間における勤務時間条例

第９条に規定する祝日法による休日（土曜日に当たる日を除く。）及び年末年始の休日（日

曜日又は土曜日に当たる日を除く。）の日数の合計」に改める。 

附 則 

（施行期日等） 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条及び附則第３条の規定は、平成

２９年４月１日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の天草市職員の給与に関する条例（以下この項及び次条におい

て「第１条改正後給与条例」という。）の規定（第１条改正後給与条例第２７条の規定を除

く。）は、平成２８年４月１日から適用し、第１条改正後給与条例第２７条の規定は同年１

２月１日から適用する。 

（給与の内払） 

第２条 第１条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第１条の規定による改正前

の天草市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与（天草市職員の給与に関

する条例の一部を改正する条例（平成２８年条例第３号）附則第５条の規定に基づいて支給

された給料を含む。）は、第１条改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。 

（平成３２年３月３１日までの間における扶養手当に関する特例） 

第３条 平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日までの間は、第２条の規定による改正

後の給与条例（以下この条において「第２条改正後給与条例」という。）第１１条第１項た

だし書及び第１２条第３項第３号及び第４号の規定は適用せず、第２条改正後給与条例第１

１条第３項及び第１２条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等に

ついては１人につき６，５００円、前項第２号に該当する扶養親族（以下「扶養親族たる子

」という。）については１人につき１万円」とあるのは「前項第１号に該当する扶養親族（

以下「扶養親族たる配偶者」という。）については１万円、同項第２号に該当する扶養親族

（以下「扶養親族たる子」という。）については１人につき８，０００円（職員に配偶者が

ない場合にあっては、そのうち１人については１万円）、同項第３号から第６号までのいず

れかに該当する扶養親族（以下「扶養親族たる父母等」という。）については１人につき６，

５００円（職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち１人について

- 30 -



は９，０００円）」と、同条第１項中「扶養親族（医（一）４級職員にあっては、扶養親族

たる子に限る。）がある場合、医（一）４級職員から医（一）４級職員以外の職員となった

職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、「その旨」とあるのは「

その旨（新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第１号に掲げる事実が生じ

た場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。）」と、同項第１号中「

場合（医（一）４級職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者があ

る場合を除く。）」とあるのは「場合」と、同項中「  扶養親族たる要件を欠くに至った

者がある場合（扶養親族たる子又は前条第２項第３号若しくは第５号に該当する扶養親族が、

満２２歳に達した日以後の最初の３月３１日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至っ

た場合及び医（一）４級職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者があ 

                「 

る場合を除く。）」とあるのは、 

と、同条第２項中「扶養親族（医（一）４級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。）」

とあるのは「扶養親族」と、「なった日、医（一）４級職員から医（一）４級職員以外の職

員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる

子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が医（一）４級職員以外の職員

となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」

とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、医（一）４

級職員以外の職員から医（一）４級職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項

の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定に

よる届出に係るものがないときはその職員が医（一）４級職員となった日」とあるのは「死

亡した日」と、同条第３項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第１号、第２号若しくは

第５号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第

た日以後の最初の３月３１日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。） 

  」

養親族たる子又は前条第２項第３号若しくは第５号に該当する扶養親族が、満２２歳に達し 

が配偶者のない職員となった場合（前号に該当する場合を除く。） 

が配偶者を有するに至った場合（第１号に該当する場合を除く。） 

 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合（扶 

 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員 

 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員
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１項第３号若しくは第４号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日

が」とあるのは「これらの日が」と、「第１号又は第３号」とあるのは「第１号」と、「の

改定」とあるのは「の改定（扶養親族たる子で第１項の規定による届出に係るものがある職

員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族た

る子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係

るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものの

ないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族た

る父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。）、扶養手当を受けている職員のうち扶養

親族たる子で第１項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場

合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職

員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親

族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合に

おける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、同項第２号中「扶養親

族（医（一）４級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。）」とあるのは「扶養親族」と

する。 

２ 平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日までの間は、第２条改正後給与条例第１１

条第１項ただし書及び第１２条第３項第３号及び第４号の規定は適用せず、第２条改正後給

与条例第１１条第３項及び第１２条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、

父母等」とあるのは「前項第１号及び第３号から第６号までのいずれかに該当する扶養親族

」と、同条第１項中「扶養親族（医（一）４級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。）

がある場合、医（一）４級職員から医（一）４級職員以外の職員となった職員に扶養親族た

る配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第１号中「場合（医（一）４級職員に

扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。）」とあり、

及び同項第２号中「場合及び医（一）４級職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠

くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第２項中「扶養親族（医（一）４級

職員にあっては、扶養親族たる子に限る。）」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、医

（一）４級職員から医（一）４級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母

等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがない

ときはその職員が医（一）４級職員以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「

同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るも
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のがない場合」と、「死亡した日、医（一）４級職員以外の職員から医（一）４級職員とな

った職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合にお

いてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が

医（一）４級職員となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第３項中「次の各号のい

ずれか」とあるのは「第１号、第２号又は第５号」と、「第１号又は第３号」とあるのは「

第１号」と、同項第２号中「扶養親族（医（一）４級職員にあっては、扶養親族たる子に限

る。）」とあるのは「扶養親族」とする。 

３ 平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日までの間は、第２条改正後給与条例第１１

条第１項ただし書及び第１２条第３項第３号及び第４号の規定は適用せず、第２条改正後給

与条例第１１条第３項及び第１２条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、

父母等」とあるのは「前項第１号及び第３号から第６号までのいずれかに該当する扶養親族

（以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。）」と、「６，５００円」とあるのは「６，

５００円（医（一）４級職員にあっては、３，５００円）」と、同条第１項中「扶養親族（

医（一）４級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。）がある場合、医（一）４級職員か

ら医（一）４級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「

扶養親族」と、同項第１号中「場合（医（一）４級職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる

要件を具備するに至った者がある場合を除く。）」とあり、及び同項第２号中「場合及び医

（一）４級職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあ

るのは「場合」と、同条第２項中「扶養親族（医（一）４級職員にあっては、扶養親族たる

子に限る。）」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、医（一）４級職員から医（一）４

級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員

に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が医（一）４級

職員以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るも

のがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した

日、医（一）４級職員以外の職員から医（一）４級職員となった職員に扶養親族たる配偶者、

父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で

同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が医（一）４級職員となった日」と

あるのは「死亡した日」と、同条第３項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第１号、第

２号又は第５号」と、「第１号又は第３号」とあるのは「第１号」と、同項第２号中「扶養

親族（医（一）４級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。）」とあるのは「扶養親族」
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とする。 

（規則への委任） 

第４条 前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

（提案理由） 

国の人事院勧告等を参考に職員の給与を改定するため、条例を改正する必要がある。  

これが、この条例を提出する理由である。 
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議第１５２号 

   天草市職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例の制定について 

 天草市職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例を次のように制定するものとす

る。 

  平成２８年１２月６日提出 

                            天草市長 中 村 五 木 

   天草市職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例 

 （天草市職員の退職手当に関する条例の一部改正） 

第１条 天草市職員の退職手当に関する条例（平成１８年天草市条例第５０号）の一部を次の

ように改正する。 

第１１条第５項中「、その者が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を同法第５

条第１項に規定する適用事業と」を削り、「高年齢継続被保険者」を「高年齢被保険者」に

改め、同項第２号中「第３７条の４第３項前段」を「第３７条の４第３項」に改め、同条第

６項中「、その者が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を同法第５条第１項に規

定する適用事業と」を削り、「高年齢継続被保険者」を「高年齢被保険者」に改め、同条第

１１項中「各号の規定」を「各号のいずれか」に、「又は広域求職活動費」を「又は求職活

動支援費」に改め、同項第６号を次のように改める。 

 求職活動に伴い雇用保険法第５９条第１項各号のいずれかに該当する行為をする者  

 同条第２項に規定する求職活動支援費の額に相当する金額 

第１１条第１５項中「第９項」を「第１１項」に改め、「第６項」の次に「の規定による

退職手当の支給を受けることができる者（第５項又は第６項の規定により退職手当の支給を

受けた者であって、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して１年を経過して

いないものを含む。）及び第７項又は第８項」を加え、「これら」を「第７項又は第８項」

に改める。 

（天草市上下水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正） 

第２条 天草市上下水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（平成１８年天草市
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条例第２５７号）の一部を次のように改正する。 

第１３条第７項中「広域求職活動費」を「求職活動支援費」に改める。 

（天草市病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正） 

第３条 天草市病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（平成２１年天草市条例

第８８号）の一部を次のように改正する。 

第２０条第７項中「広域求職活動費」を「求職活動支援費」に改める。 

   附 則 

 （施行期日等） 

１ この条例は、平成２９年１月１日から施行する。 

 （天草市職員の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

２ 退職職員（退職した天草市職員の退職手当に関する条例第３条第１項に規定する職員（同

条第２項の規定により職員とみなされる者を含む。）をいう。以下同じ。）であって、退職

職員が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を雇用保険法（昭和４９年法律第１１

６号）第５条第１項に規定する適用事業とみなしたならば雇用保険法等の一部を改正する法

律（平成２８年法律第１７号）第２条の規定による改正前の雇用保険法第６条第１号に掲げ

る者に該当するものにつき、第１条の規定による改正後の天草市職員の退職手当に関する条

例（以下「新条例」という。）第１１条第５項又は第６項の勤続期間を計算する場合におけ

る天草市職員の退職手当に関する条例第８条の規定の適用については、同条第１項中「在職

期間」とあるのは「在職期間（雇用保険法等の一部を改正する法律（平成２８年法律第１７

号）の施行の日（以下この項及び次項において「雇用保険法改正法施行日」という。）前の

在職期間を有する者にあっては、雇用保険法改正法施行日以後の職員としての引き続いた在

職期間）」と、同条第２項中「月数」とあるのは「月数（雇用保険法改正法施行日前の在職

期間を有する者にあっては、雇用保険法改正法施行日の属する月から退職した日の属する月

までの月数（退職した日が雇用保険法改正法施行日前である場合にあっては、零））」とす

る。 

３ 新条例第１１条第１１項（第６号に係る部分に限り、同条第１５項において準用する場合 

を含む。）の規定は、退職職員であって求職活動に伴いこの条例の施行の日（以下「施行日」 

という。）以後に同号に規定する行為（当該行為に関し、第１条の規定による改正前の天草

市職員の退職手当に関する条例（以下この項及び第５項において「旧条例」という。）第１

１条第１１項第６号に掲げる広域求職活動費に相当する退職手当が支給されている場合にお
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ける当該行為を除く。）をしたもの（施行日前１年以内に旧退職手当条例第１１条第５項又

は第６項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者であって施行日以

後に新条例第１１条第５項から第８項までの規定による退職手当の支給を受けることができ

る者となっていないものを除く。）について適用し、退職職員であって施行日前に公共職業

安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をしたものに対する広域求職活動費に相

当する退職手当の支給については、なお従前の例による。 

４ 新条例第１１条第１５項において準用する同条第１１項（第４号に係る部分に限る。）の

規定は、退職職員であって施行日以後に職業に就いたものについて適用し、退職職員であっ

て施行日前に職業に就いたものに対する天草市職員の退職手当に関する条例第１１条第１１ 

項第４号に掲げる就業促進手当に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。 

５ 施行日前に旧条例第１１条第５項又は第６項の規定による退職手当の支給を受けることが

できる者となった者（施行日以後に新条例第１１条第５項から第８項までの規定による退職

手当の支給を受けることができる者となった者を除く。）に対する天草市職員の退職手当に

関する条例第１１条第１１項第５号に掲げる移転費に相当する退職手当の支給については、

なお従前の例による。 

（提案理由） 

 雇用保険法等の一部を改正する法律（平成２８年法律第１７号）の施行に伴い、条例を改正

する必要がある。  

これが、この条例を提出する理由である。 
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議第１５３号 

天草市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

 天草市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定

するものとする。 

  平成２８年１２月６日提出 

 天草市長 中 村 五 木   

天草市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 

天草市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例（平成１８年天草市条例第４０号）の一

部を次のように改正する。 

別表交通指導員の項中「４６，０００」を「６０，０００」に、同表学校司書の項及び図書

館司書の項中「１２７，７００」を「１３２，２００」に改め、同表投票所の投票管理者の項

中「１２，６００」の次に「又は従事した時間当たりをもって定める場合にあっては、国の定

める基準内において市長が定める額」を、同表期日前投票所の投票管理者の項中「１１，１０

０」の次に「又は従事した時間当たりをもって定める場合にあっては、国の定める基準内にお

いて市長が定める額」を、同表投票所の投票立会人の項中「１０，７００」の次に「又は従事

した時間当たりをもって定める場合にあっては、国の定める基準内において市長が定める額」

を、同表期日前投票所の投票立会人の項中「９，５００」の次に「又は従事した時間当たりを

もって定める場合にあっては、国の定める基準内において市長が定める額」を加え、同表指定

病院等における不在者投票外部立会人の項中「における額（時間当たり１，２５８）のいずれ

か少ない額」を「にあっては、国の定める基準内において市長が定める額」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表交通指導員の項、学校司書の項及び図書

館司書の項の改正規定は、平成２９年４月１日から施行する。 
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（提案理由） 

 報酬の額を定めるには、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２０３条の２第４項の規

定により、条例を改正する必要がある。 

 これが、この条例を提出する理由である。 
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議第１５４号 

天草市消防団員の定員、任用、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例の制定

について 

 天草市消防団員の定員、任用、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例を次のよう

に制定するものとする。 

  平成２８年１２月６日提出 

                            天草市長 中 村 五 木   

天草市消防団員の定員、任用、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例 

 天草市消防団員の定員、任用、給与、服務等に関する条例（平成１８年天草市条例第２６２

号）の一部を次のように改正する。 

第２条第１項中「３，３００人」を「３，２００人」に改め、同条第３項中「３００人」を

「２００人」に改める。 

第１３条第３項第１号及び第２号中「１，０００円」を「２，０００円」に改める。 

   附 則 

 この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 

 （提案理由） 

 消防団員の定数を改めるとともに、消防団員の活動環境の充実強化を図るため、条例を改正

する必要がある。 

 これが、この条例を提出する理由である。 
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議第１５５号 

天草市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例の制

定について 

 天草市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例を次のよ

うに制定するものとする。 

  平成２８年１２月６日提出 

                            天草市長 中 村 五 木   

天草市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例 

天草市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例（平成１８年天草市条例第２６

５号）の一部を次のように改正する。 

第２条に次のただし書を加える。 

 ただし、機能別団員として５年以上勤務して退職した者については、勤務年数１年につき

１０，０００円を支給する。 

第４条の２中「次の各号に該当する」を「一定期間勤務しなかったことが明白である」に改

め、同条各号を削る。 

附 則 

 この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 

 （提案理由） 

 消防力の充実を図るため設置された機能別団員の確保を目的として、新たに機能別団員へ退

職報償金を支給するため、条例を改正する必要がある。 

 これが、この条例を提出する理由である。 
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議第１５６号 

天草市し尿処理場条例の一部を改正する条例の制定について 

 天草市し尿処理場条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成２８年１２月６日提出 

 天草市長 中 村 五 木   

  天草市し尿処理場条例の一部を改正する条例 

天草市し尿処理場条例（平成１８年天草市条例第１５７号）の一部を次のように改正する。 

題名を次のように改める。 

天草市汚泥再生処理センター条例 

第１条中「浄化槽汚泥」の次に「（以下「し尿等」という。）」を加え、「図るため、し尿

処理場」を「図るとともに、し尿等の再資源化を行うことによる循環型社会の形成に資するた

め、天草市汚泥再生処理センター（以下「処理センター」という。）」に改める。 

第２条の表以外の部分中「し尿処理場」を「処理センター」に改め、同条の表を次のように

改める。 

名称 位置 

天草市汚泥再生処理センター 天草市志柿町６９２２番地 

第３条中「天草市牛深し尿処理場及び天草市本渡衛生センター（以下これらを「し尿処理場」

という。）」を「処理センター」に改める。 

第５条中「し尿処理場」を「処理センター」に改める。 

附 則 

 この条例は、公布の日から起算して６月を経過しない範囲内において規則で定める日から施

行する。 

（提案理由） 

 し尿処理施設の新設及び旧施設からの移行に伴い、条例を改正する必要がある。  

これが、この条例を提出する理由である。 
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議第１５７号 

天草市税条例の一部を改正する条例の制定について 

 天草市税条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成２８年１２月６日提出 

                            天草市長 中 村 五 木   

天草市税条例の一部を改正する条例 

天草市税条例（平成１８年天草市条例第５４号）の一部を次のように改正する。 

附則第２０条の２第１項中「同法」を「租税条約等実施特例法」に改め、同条第２項第１号

中「附則第２０条の２第１項」を「附則第２０条の３第１項」に改め、同項第２号中「、附則

第７条第１項、附則第７条の３第１項及び附則第７条の３の２第１項」を「並びに附則第７条

第１項、第７条の３第１項及び第７条の３の２第１項」に、「附則第２０条の２第１項」を「附

則第２０条の３第１項」に改め、同項第３号中「附則第２０条の２第１項」を「附則第２０条

の３第１項」に、「租税条約等実施特例法」を「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法

及び地方税法の特例等に関する法律（昭和４４年法律第４６号）」に、「特定給付補てん金等」

を「特定給付補 金等」に改め、同項第４号中「附則第２０条の２第１項」を「附則第２０条

の３第１項」に改め、同条第３項後段中「第３３条」を「同条」に、「同法」を「租税条約等

実施特例法」に改め、同条第５項第１号中「附則第２０条の２第３項」を「附則第２０条の３

第３項後段」に改め、同項第２号中「、附則第７条第１項、附則第７条の３第１項及び附則第

７条の３の２第１項」を「並びに附則第７条第１項、第７条の３第１項及び第７条の３の２第

１項」に、「附則第２０条の２第３項」を「附則第２０条の３第３項後段」に改め、「、第３

４条の９第１項中「第３３条第４項」とあるのは「附則第２０条の２第４項」と」を削り、同

項第３号中「附則第２０条の２第３項」を「附則第２０条の３第３項後段」に、「租税条約等

実施特例法」を「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する

法律（昭和４４年法律第４６号）」に、「又は配当所得」を「若しくは配当所得」に改め、同

項第４号中「附則第２０条の２第３項」を「附則第２０条の３第３項後段」に改め、同条第６

項中「附則第２０条の２第３項」を「附則第２０条の３第３項前段」に改め、同条を附則第２

- 43 -



０条の３とする。 

附則第２０条の次に次の１条を加える。 

（特例適用利子等及び特例適用配当等に係る個人の市民税の課税の特例） 

第２０条の２ 所得割の納税義務者が支払を受けるべき外国居住者等の所得に対する相互主義

による所得税等の非課税等に関する法律（昭和３７年法律第１４４号。以下「外国居住者等

所得相互免除法」という。）第８条第２項に規定する特例適用利子等、外国居住者等所得相

互免除法第１２条第５項に規定する特例適用利子等又は外国居住者等所得相互免除法第１６

条第２項に規定する特例適用利子等については、第３３条及び第３４条の３の規定にかかわ

らず、他の所得と区分し、その前年中の外国居住者等所得相互免除法第８条第２項（外国居

住者等所得相互免除法第１２条第５項及び第１６条第２項において準用する場合を含む。）

に規定する特例適用利子等の額（以下この項において「特例適用利子等の額」という。）に

対し、特例適用利子等の額（次項第１号の規定により読み替えられた第３４条の２の規定の

適用がある場合には、その適用後の金額）に１００分の３の税率を乗じて計算した金額に相

当する市民税の所得割を課する。 

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 

 第３４条の２の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金

額、附則第２０条の２第１項に規定する特例適用利子等の額」とする。 

 第３４条の６から第３４条の８まで、第３４条の９第１項並びに附則第７条第１項、第

７条の３第１項及び第７条の３の２第１項の規定の適用については、第３４条の６中「所

得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第２０条の２第１項の規定による市民税の所

得割の額」と、第３４条の７第１項前段、第３４条の８、第３４条の９第１項並びに附則

第７条第１項、第７条の３第１項及び第７条の３の２第１項中「所得割の額」とあるのは

「所得割の額並びに附則第２０条の２第１項の規定による市民税の所得割の額」と、第３

４条の７第１項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第２０条の２第１

項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。 

 第３５条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは

山林所得金額又は附則第２０条の２第１項に規定する特例適用利子等の額」と、「若しく

は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額若しくは外国居住者等の所得に対す

る相互主義による所得税等の非課税等に関する法律（昭和３７年法律第１４４号）第７条

第１０項（同法第１１条第８項及び第１５条第１４項において準用する場合を含む。）に
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規定する特定対象利子に係る利子所得の金額、同法第７条第１２項（同法第１１条第９項

及び第１５条第１５項において準用する場合を含む。）に規定する特定対象収益分配に係

る配当所得の金額、同法第７条第１６項（同法第１１条第１１項及び第１５条第１７項に

おいて準用する場合を含む。）に規定する特定対象懸賞金等に係る一時所得の金額若しく

は同法第７条第１８項（同法第１１条第１２項及び第１５条第１８項において準用する場

合を含む。）に規定する特定対象給付補 金等に係る雑所得等の金額」とする。

 附則第５条の規定の適用については、同条第１項中「山林所得金額」とあるのは「山林

所得金額並びに附則第２０条の２第１項に規定する特例適用利子等の額」と、同条第２項

中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第２０条の２第１項の規定による市

民税の所得割の額」とする。 

３ 所得割の納税義務者が支払を受けるべき外国居住者等所得相互免除法第８条第４項に規定

する特例適用配当等、外国居住者等所得相互免除法第１２条第６項に規定する特例適用配当

等又は外国居住者等所得相互免除法第１６条第３項に規定する特例適用配当等（次項におい

て「特例適用配当等」という。）については、第３３条第３項及び第４項の規定は適用しな

い。この場合において、当該特例適用配当等については、同条及び第３４条の３の規定にか

かわらず、他の所得と区分し、その前年中の外国居住者等所得相互免除法第８条第４項（外 

国居住者等所得相互免除法第１２条第６項及び第１６条第３項において準用する場合を含む。） 

に規定する特例適用配当等の額（以下この項において「特例適用配当等の額」という。）に

対し、特例適用配当等の額（第５項第１号の規定により読み替えられた第３４条の２の規定

の適用がある場合には、その適用後の金額）に１００分の３の税率を乗じて計算した金額に

相当する市民税の所得割を課する。 

４ 前項後段の規定は、特例適用配当等に係る所得が生じた年の翌年の４月１日の属する年度

分の第３６条の２第１項の規定による申告書（その提出期限までに提出されたもの及びその

提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものに限り、その

時までに提出された第３６条の３第１項に規定する確定申告書を含む。）に前項後段の規定

の適用を受けようとする旨の記載があるとき（これらの申告書にその記載がないことについ

てやむを得ない理由があると市長が認めるときを含む。）に限り、適用する。 

５ 第３項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 

 第３４条の２の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金

額、附則第２０条の２第３項後段に規定する特例適用配当等の額」とする。 
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 第３４条の６から第３４条の８まで、第３４条の９第１項並びに附則第７条第１項、第

７条の３第１項及び第７条の３の２第１項の規定の適用については、第３４条の６中「所

得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第２０条の２第３項後段の規定による市民税

の所得割の額」と、第３４条の７第１項前段、第３４条の８、第３４条の９第１項並びに

附則第７条第１項、第７条の３第１項及び第７条の３の２第１項中「所得割の額」とある

のは「所得割の額並びに附則第２０条の２第３項後段の規定による市民税の所得割の額」

と、第３４条の７第１項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第２０条

の２第３項後段の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。 

 第３５条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは

山林所得金額又は附則第２０条の２第３項後段に規定する特例適用配当等の額」と、「若

しくは山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額若しくは外国居住者等の所得に

対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律（昭和３７年法律第１４４号）第

７条第１４項（同法第１１条第１０項及び第１５条第１６項において準用する場合を含む。）

に規定する申告不要特定対象配当等に係る利子所得の金額若しくは配当所得の金額」とす

る。 

 附則第５条の規定の適用については、同条第１項中「山林所得金額」とあるのは「山林

所得金額並びに附則第２０条の２第３項後段に規定する特例適用配当等の額」と、同条第

２項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第２０条の２第３項後段の規定

による市民税の所得割の額」とする。 

附 則 

１ この条例は、平成２９年１月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の天草市税条例附則第２０条の２の規定は、この条例の施行の日以

後に支払を受けるべき外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関

する法律（昭和３７年法律第１４４号）第８条第２項に規定する特例適用利子等、同法第１

２条第５項に規定する特例適用利子等若しくは同法第１６条第２項に規定する特例適用利子

等又は同法第８条第４項に規定する特例適用配当等、同法第１２条第６項に規定する特例適

用配当等若しくは同法第１６条第３項に規定する特例適用配当等に係る個人の市民税につい

て適用する。 
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 （提案理由） 

 所得税法等の一部を改正する法律（平成２８年法律第１５号）の施行に伴い、条例を改正す

る必要がある。 

 これが、この条例を提出する理由である。 
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議第１５８号 

天草市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 

 天草市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成２８年１２月６日提出 

                            天草市長 中 村 五 木   

天草市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

天草市国民健康保険税条例（平成１８年天草市条例第５６号）の一部を次のように改正する。 

附則第２７項を附則第２９項とし、附則第２６項を附則第２８項とし、附則第２５項の次に

次の２項を加える。 

 （特例適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

２６ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が

外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律（昭和３７

年法律第１４４号）第８条第２項に規定する特例適用利子等、同法第１２条第５項に規定

する特例適用利子等又は同法第１６条第２項に規定する特例適用利子等に係る利子所得、

配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第３条、第６条、第８条

及び第２３条の規定の適用については、第３条第１項中「山林所得金額の合計額から同条

第２項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所

得税等の非課税等に関する法律（昭和３７年法律第１４４号）第８条第２項（同法第１２

条第５項及び第１６条第２項において準用する場合を含む。）に規定する特例適用利子等

の額（以下この条及び第２３条において「特例適用利子等の額」という。）の合計額から

法第３１４条の２第２項」と、「山林所得金額の合計額（」とあるのは「山林所得金額並

びに特例適用利子等の額の合計額（」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは

「若しくは山林所得金額又は特例適用利子等の額」と、第２３条中「山林所得金額」とあ

るのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額」とする。 

（特例適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例） 
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２７ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が外

国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第８条第４項

に規定する特例適用配当等、同法第１２条第６項に規定する特例適用配当等又は同法第１

６条第３項に規定する特例適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合

における第３条、第６条、第８条及び第２３条の規定の適用については、第３条第１項中

「山林所得金額の合計額から同条第２項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等

の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第８条第４項（同法第１

２条第６項及び第１６条第３項において準用する場合を含む。）に規定する特例適用配当

等の額（以下この条及び第２３条において「特例適用配当等の額」という。）の合計額か

ら法第３１４条の２第２項」と、「山林所得金額の合計額（」とあるのは「山林所得金額

並びに特例適用配当等の額の合計額（」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるの

は「若しくは山林所得金額又は特例適用配当等の額」と、第２３条中「山林所得金額」と

あるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額」とする。 

附 則 

１ この条例は、平成２９年１月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の天草市国民健康保険税条例附則第２６項及び第２７項の規定は、

この条例の施行の日以後に支払を受けるべき外国居住者等の所得に対する相互主義による所

得税等の非課税等に関する法律（昭和３７年法律第１４４号）第８条第２項に規定する特例

適用利子等、同法第１２条第５項に規定する特例適用利子等若しくは同法第１６条第２項に

規定する特例適用利子等又は同法第８条第４項に規定する特例適用配当等、同法第１２条第

６項に規定する特例適用配当等若しくは同法第１６条第３項に規定する特例適用配当等に係

る国民健康保険税について適用する。 

 （提案理由） 

 所得税法等の一部を改正する法律（平成２８年法律第１５号）の施行に伴い、条例を改正す

る必要がある。 

 これが、この条例を提出する理由である。 
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議第１５９号 

天草市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

 天草市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例を次のように制

定するものとする。 

  平成２８年１２月６日提出 

                            天草市長 中 村 五 木   

天草市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

天草市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例（平成１８年天草市条例第２５６号）

の一部を次のように改める。 

第３条第２項第２号中「５８，３６０人」を「９０，２２８人」に改め、同号イ中「１２，

０９０人」を「１６，９４０人」に改め、同号ウを次のように改める。 

ウ 有明地区 ５，９５０人 

第３条第２項第２号エの次に次のように加える。 

オ 倉岳地区 ３，４７０人 

カ 栖本地区 ３，２００人 

キ 新和地区 ４，６１０人 

ク 五和地区 ９，８１２人 

ケ 天草地区 ３，７２０人 

コ 河浦地区 ５，０１６人 

 第３条第２項第３号中「２８，３６０立方メートル」を「４０，４８２立方メートル」に改

め、同号イ中「６，３６０立方メートル」を「７，８２９立方メートル」に改め、同号ウを次

のように改める。 

ウ 有明地区 ２，１０３立方メートル 

第３条第２項第３号エの次に次のように加える。 

  オ 倉岳地区 １，２２０立方メートル 
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カ 栖本地区 １，０９７立方メートル 

キ 新和地区 １，５５０立方メートル 

ク 五和地区 ５，８９２立方メートル 

ケ 天草地区 １，９８５立方メートル 

コ 河浦地区 ２，１９６立方メートル 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 

（天草市部等設置条例の一部改正） 

２ 天草市部等設置条例（平成１８年天草市条例第５号）の一部を次のように改正する。 

  第２条中水道局の項を次のように改める。 

  水道局 

   浄化槽に関すること。 

 （天草市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正） 

３ 天草市職員の特殊勤務手当に関する条例（平成１８年天草市条例第４８号）の一部を次の

ように改める。 

別表水道閉栓手当の項を削る。 

 （天草市特別会計条例の一部改正） 

４ 天草市特別会計条例（平成１８年天草市条例第５３号）の一部を次のように改める。 

  本則中第５号を削り、第６号を第５号とし、第７号から第１５号までを１号ずつ繰り上げ 

 る。 

 （天草市水道布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等に関する条例の一部改正） 

５ 天草市水道布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等に関する条例（平成２４年天草市

条例第６１号）の一部を次のように改正する。 

第４条第２項を削る。 

第５条第１項第１号中「簡易水道以外の」を削り、同項第２号中「前条第１項第１号」を

「前条第１号」に、「同項第１号」を「同条第１号」に、「同項第３号」を「同条第３号」に、

「同項第４号」を「同条第４号」に改め、同条第２項を削る。 

 （天草市水道事業給水条例の一部改正） 

６ 天草市水道事業給水条例（平成１８年天草市条例第２５８号）の一部を次のように改める。 
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別表第１を次のように改める。 

別表第１（第２条関係） 

給水区域 

地区 大字及び字 行政区等 

本渡 川原町、古川町、栄町、諏

訪町、南町、浄南町、港町、

南新町、太田町、東町、中

央新町、東浜町、船之尾町、

大浜町、城下町、小松原町、

浜崎町、今釜町、今釜新町、

北浜町、瀬戸町、山の手町、

川原新町、丸尾町、中村町、

八幡町及び北原町の全部 

本渡町本渡 川端、丸田、工田平、城山、下山口、梨ノ川内、

太田、辻、延命寺、極楽山、新迫、上大川内、下

大川内、緑山、矢檀、童隠、下十満、十満、乙女

蛇、佛畑、鳥越、樫木林、井龍、川原、権ケ倉、

上風愁山、下風愁山、中原、下仁田、山ノ口、上

仁田、出来村、井出、中山口、揚虜河内迫、下拾

落及び子種水の全部 

本渡町本戸馬場 井出原、法泉寺、丸尾、園田、江羅、牛ノ首、北

原、川原田、山仁田、小井手、傘田、河内山、観

音、半造迫、亀尾、一ノ勢、水ノ平、虫追迫、南

ノ迫、菅原、城ノ平、馬場、西ノ久保、山ノ神、

箱ノ水、下山仁田、老僧迫及び友ノ迫の全部  

本渡町本泉 森ノ木、丸田、野田、友ノ迫、山ノ迫、後ノ迫、

安蔵河内、春木、正寛田、平尾及び夫婦石の全部

本渡町広瀬 戸崎、善坪、五反田、風呂ノ迫、上ノ山、下友、

代官田、川添、中ノ丸、屋敷、志登ノ平、大矢崎、

大矢、鬼生水、田ノ神田、七ツ枝、大丸、権現堂、
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釜道、野稲、野田、建掘、江古平、平及び御手水

の全部 

亀場町亀川 竹ノ下、下潟、榎木丸、大川尻、浜田尻、下浜田、

上浜田、障子瀬、亀島、藤ノ渕、松尾、新涯、午

旁畑、通山、忍冬林、寺中、鶴ノ平、山ノ神、弁

平、垣内及び南迫の全部 

亀場町食場 下友尻、中友尻、友尻塚下、横鐘、長田、宮ノ本、

長フケ、鶴田、開場、下久保、前田、宮ノ下、庵

ノ後、後掘、南ノ川、駄道、春登、除場、宇土、

五反坪、下宇土、唐干田、梨木、地蔵円、前山下、

後山下、上トヤ平、中トヤ平、本井手、春ノ上、

下除場、テシゴベラ、テシゴ、上除場、ゴシゴ、

下赤星谷、堤迫、篠越尻、下唐干田、野手、夫婦

木、山ノ口、上之山、下水ヨケ、宮ノ前及びニタ

グチの全部 

枦宇土町 堂屋敷、蜂久保、カニガイ、カニガイ平、カシノ

木、下大迫、馬込、十ノ橋、大宝、大宝前、三王、

大丸、柿ノ平、要ノ迫、平、下ウツギ、ウツギ、

宮ノ本、大地、柳原、西、横手、ヤシ山、横手平、

米ノ山、落シ、久々山、新休、下新休、平床、土

手、スガフタ平、田代迫、スガフタ、上田代、崩

ノ下、大迫、久々山平、田代、春木ノ尾、鞍置場

越、仁田坪、川頭、平田、ホバ川、川向、砥石川、

ハケン川、柿ノ迫、尾越、甚吾田、下ノ迫、浅畑

及び永谷の全部 

志柿町 十文字、畑尻、江川、高垣、沖田、八幡久保、南

の曽根、野添、柳ノ迫、土井の丸、七反田、大松

道、野道、木場、大石ケ浦、知ケ崎、浜平新田、

浜ノ平、中の浦、内木場、浜嵐、樋渡、カシ上、

郷内、西大迫、東大迫、城辺田、池ノ久保、金山
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尻、萩ノ平、中ノ畑、八ツ山尻、鷹ノ巣、上ハ平、

日高野、塚田、古手新田、壱升田、井流、倉田、

森道、内山、尾崎野及び岩下の全部 

下浦町 前尾串、友浦、外園、村、桑鶴、松崎、西、野中、

樫木、長山、尾戸、古山ノ神、龍の友、西新田、

岩生江、江ノ浦、出崎、須森、船場、越首、宇崎、

葭の口、浜割、先尾串、下湯貫新田、早坂、鬼塚、

摺木、坂ノ下、弥右衛門田、小手、東小手、池久

保、百田、小屋平、酉豆迫、下ノ迫、下小手、上

小手、平財、蕎麦畑、草住、中奨田、木場多蔵、

馬ノ瀬、山ノ口、山ノ平、湯貫、荒毛、西願田、

栗ノ迫、道田、上冷水、冷水、九浦、塩屋平、大

迫、下柿塚、西川平、中山迫、桐木、中山、西川、

柿塚、虎伏、柿塚新田、広浦、亀ケ浦、石場、小

浦、タブの木、深浦、永田、柳渡、上方、金焼、

元山、津野、津野新田、金焼新田、荒田、金左衛

門山、尾越、新広崎ヶ浦、広崎ヶ浦、船瀬、中田、

丸田、崎野、田崎、塔ノ崎、瀬ノ内、惣右衛門木

場、穴の口、塔之久保、広浦、世久里、菜種木場、

上柿塚、道上、安川、山ノ神、八久保、嶽、砥岐

ノ塔、スボカンネ、ゴゼ迫、大野、壱丁、木場、

塚田、下尾戸、波洲輪、上湯貫新田、平床、金山、

菅ノ尾、脇川、塩田山、本迫口、本迫、下猿ノ城、

中猿ノ城及び岩太郎の全部並びに上平床岩太郎

及び上平財の一部 

楠浦町 五色島、錦島、掛場、古釜、釜、船津、小城、大

友、大友尻、北今村、南今村、大門掛、小島、五

郎堀川、モノクルイ林、大久保、下尾崎、長茶園、

上ノ原、寺中、横頭、久保、前潟、下前潟、蛭子

尾、後家、下後新田、楠浦平、新田、亀嶋、大平、
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草積、土橋、鳥越、新田平、七ツ家、鬼塚、蔵床、

後新田、藪ノ内、北野、八ツ枝、本越、黒木尾、

旅迫、橘河内、上田原、鳴子崎、城ヶ坂、立浦〆

切、塔園、立浦、北財木、南財木、北古郷、南古

郷、桑野、大中及び太平の全部 

本町下河内 下向、平田、大石丸、時藤、中石丸、道面、上石

丸、上掛道、百田、下ノ尾、屋敷前、小川内、伯

父迫、白岩、初午、長田、北平、中ノ迫、江川内、

枦ノ原及び後ノ迫の全部並びに上小川内、春木及

び草積の一部 

本町新休 中鶴、横久保、沖ノ十、今村、高辻、樽別当、横

野、黒岩、子ツノ尾、川添、野田及び下天面の全

部並びに上天面及び竹ノ尾の一部 

本町本 庄司原、赤石、垣内、堂ノ迫、雲帯山、コッテイ、

前風、外平、福岡、上カツ子、上ノ原、内平、樋

の口、惣太郎、五通後、小敷場、野田、田原、板

木、滝井手、徳十、萬所、鉄山、長者釜、ヘゴ坂、

平、引地、前原、葛根林、二又、永田、黒染、万

兵、井手平、松ノ迫、大橋平、大橋、生岩、白木、

中鶴、小井手、丸木場、矢英、釜平、田代平、船

窪、上鶴、瀧ノ上、月渡、前穿、岩生及び八窪の

全部並びに船ノ尾、二反、七狩、十道、樋下及び

轟の一部 

佐伊津町 暁、網代場、白木丸、金浜及び城廻の全部並びに

明瀬平、水の元、貝廻、大河内、平迫及び弓田の

一部 

牛深 牛深町 岡東、岡一、岡二、岡三、岡四、船津一、船津二、

真浦、加世浦、宮崎、鬼塚、須口、茂串及び天附

の全部 

久玉町 吉田、脇の田、村田、上揚、かじ屋、明石、中の
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浦、大の浦、白戸、山の浦及び内の原の全部 

魚貫町 本郷、浦越、福津、南天、池田及び首の全部並び

に唐干田の一部 

深海町の全部  

二浦町の全部  

有明 有明町楠甫 下毛、山浦、中津浦、下村、江の浦、蛤及び小畦

水車の全部 

有明町大浦 山浦、船津、横津、東、大間崎及び桑の浦の全部

有明町須子 北、東、祇園、中央、昭和及び西の全部 

有明町赤崎の全部  

有明町上津浦 晩田、山川、上谷合、下谷合、本村、内山、上向

村、下向村、浜北、浜南、浜西、上波止場、港、

下津江西及び下津江東の全部 

有明町下津浦 下、迫、平、宮本及び山浦の全部 

有明町小島子 上、下及び鷲口の全部 

有明町大島子 鬼塚、園田、上、入角、下、江口、船津、中津、

東沖ノ田、西沖ノ田及び大矢の全部 

御所浦 御所浦町御所浦 上脇、下脇、上竹地、下竹地、越地、外平、村、

向、古屋敷、唐木崎、大浦及び元浦の全部 

御所浦町牧島 椛ノ木、牧本、長浦及び牧向の全部 

御所浦町横浦 横浦、杉浦及び崎浦の全部 

倉岳 倉岳町浦の全部  

倉岳町棚底の全部  

倉岳町宮田の全部  

栖本 栖本町馬場 村下、村上、平の口、松尾、上久保、梅津、塩浜、

柳田、白戸、中山口、上平山、下平山、坂の下、

池久保、上火の玉、菅蓋、畠田、竹野、谷ノ平、
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下大久保、龍ノ口、柳迫、谷川、岳、西龍ノ口、

亀ノ迫、梅楠及びキヤノ木の全部 

栖本町湯船原 新町、中町、本町、梅の迫、野田の迫、浜の１、

浜の２、浜の３、浜の４、中村、清水、中山、芹

田、露ノ原、中野、繁平及び平木場の全部 

栖本町打田 打田上、打田中及び打田下の全部 

栖本町古江 古江及び稚児崎の全部 

栖本町河内 岩下、春之窪、黒地、宗土岐、袋木場、宝生田、

園川、春田、仁田窪、岳之内、山浦、井田之口、

城ノ平、宮之本、中村川添、麦田原、前田、清水、

早稲田、中ノ門、大平、大原、九折浪、知者ノ木、

大保木、富貴ノ迫、通山、丸尾、大久保、恵利、

扁喜、蛇渕、屋形之尾、松之尾、尾首、平ヶ倉、

徳川及び鮎帰の全部 

新和 新和町大宮地の全部  

新和町小宮地の全部  

新和町碇石の全部  

新和町中田の全部  

新和町大多尾の全部  

五和 五和町御領の全部  

五和町鬼池の全部  

五和町二江の全部  

五和町手野の全部  

五和町城河原（井手の河内

地区を除く。）の全部 

天草 天草町福連木 村中、井立、茶園原、杉の本、川向、平松、向枦

の河内、八ヶ岳、浦道、十九郎、上屋敷、角の口、

大丸、スウチ坊、下八丁、上八丁及び荒平の全部
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天草町下田 上長畑、下長畑、宮本、湯本、林、内山、黒辺、

浜平、松の平、田所、新田、走り落、浜、十郎、

滝下、佃、砥石、中村、白石、中上、小名川及び

上野の全部 

天草町高浜、大江 諏訪、元向、宮の前、松下、白木、峰平、上河内、

内野、大庵、浜里、西、越崎、里、黒勘根、田渕、

桑鶴、唐崎、横浜西、横浜東、軍浦、道向、大江

西平及び芙頭の全部 

河浦 河浦町河浦 下田、中村、倉田及び平野の全部 

河浦町久留 主留、古江及び久留の全部 

河浦町今田 益田の全部 

河浦町白木河内 白木河内の全部 

河浦町路木 路木の全部 

河浦町新合 立原（美縄を除く。）、上津留、下津留、市平及

び山川の全部 

河浦町宮野河内 西高根、舟津、本郷北、本郷南、女岳出及び女岳

外の全部並びに上平のうち石橋及び上原の全部 

河浦町﨑津 下町、中町、船津及び向江の全部 

河浦町今富 小島上、下、志茂、西河内及び大川内（大山、中

山を除く。）の全部 

７ 次に掲げる条例は、廃止する。 

 天草市簡易水道事業の設置等に関する条例（平成１８年天草市条例第１６０号） 

 天草市簡易水道事業給水条例（平成１８年天草市条例第１６１号） 

 （提案理由） 

 簡易水道事業に地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）の規定の全部を適用し、水道

事業と統合するため、条例を改正する必要がある。 

 これが、この条例を提出する理由である。 
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議第１６０号 

   指定管理者の指定について 

 天草市児童館条例（平成１８年天草市条例第１２９号）第１７条第１項の規定に基づく指定

管理者を次のとおり指定するものとする。 

  平成２８年１２月６日提出 

天草市長 中 村 五 木 

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称 

  河浦中央児童館 

２ 指定管理者となる団体 

  天草市河浦町﨑津１７８２番地 

社会福祉法人元気会 

３ 指定の期間 

  平成２９年４月１日から平成３２年３月３１日まで 

 （提案理由） 

 指定管理者の指定をしようとするときは、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４

条の２第６項の規定により、議会の議決を経る必要がある。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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議第１６１号 

指定管理者の指定について 

 天草市本渡水産物荷さばき施設条例（平成２２年天草市条例第８６号）第１１条第１項の規

定に基づく指定管理者を次のとおり指定するものとする。 

  平成２８年１２月６日提出 

天草市長 中 村 五 木 

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称 

  天草市本渡水産物荷さばき施設 

２ 指定管理者となる団体 

  天草市港町１０番１９号 

  天草漁業協同組合 

３ 指定の期間 

  平成２９年４月１日から平成３２年３月３１日まで 

 （提案理由） 

 指定管理者の指定をしようとするときは、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４

条の２第６項の規定により、議会の議決を経る必要がある。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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議第１６２号 

指定管理者の指定について 

 天草市天草宝島国際交流会館ポルト条例（平成１９年天草市条例第７４号）第１６条第１項

の規定に基づく指定管理者を次のとおり指定するものとする。 

  平成２８年１２月６日提出 

天草市長 中 村 五 木 

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称 

  天草宝島国際交流会館ポルト 

２ 指定管理者となる団体 

  天草市中央新町１５番７号 

  一般社団法人天草宝島観光協会 

３ 指定の期間 

  平成２９年４月１日から平成３２年３月３１日まで 

 （提案理由） 

 指定管理者の指定をしようとするときは、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４

条の２第６項の規定により、議会の議決を経る必要がある。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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議第１６３号 

指定管理者の指定について 

 天草市民センター条例（平成１８年天草市条例第９９号）第１８条第１項の規定に基づく指

定管理者を次のとおり指定するものとする。 

  平成２８年１２月６日提出 

天草市長 中 村 五 木 

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称 

  天草市民センター 

２ 指定管理者となる団体 

  天草市東町３番地 

  一般社団法人天草市芸術文化協会 

３ 指定の期間 

  平成２９年４月１日から平成３２年３月３１日まで 

 （提案理由） 

 指定管理者の指定をしようとするときは、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４

条の２第６項の規定により、議会の議決を経る必要がある。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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議第１６４号 

指定管理者の指定について 

 天草市牛深総合センター条例（平成１８年天草市条例第１０９号）第１９条第１項の規定に

基づく指定管理者を次のとおり指定するものとする。 

  平成２８年１２月６日提出 

天草市長 中 村 五 木 

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称 

  牛深総合センター 

２ 指定管理者となる団体 

  天草市東町３番地 

  一般社団法人天草市芸術文化協会 

３ 指定の期間 

  平成２９年４月１日から平成３２年３月３１日まで 

 （提案理由） 

 指定管理者の指定をしようとするときは、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４

条の２第６項の規定により、議会の議決を経る必要がある。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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議第１６５号

平成２８年度天草市一般会計補正予算（第７号）

　平成２８年度天草市の一般会計補正予算（第７号）は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算の補正）

第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 1,833,469千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 55,514,834千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。

　（繰越明許費の補正）

第２条　繰越明許費の追加は、「第２表　繰越明許費補正」による。

　（債務負担行為の補正）

第３条　債務負担行為の追加は、「第３表　債務負担行為補正」による。

　（地方債の補正）

第４条　地方債の変更は、「第４表　地方債補正」による。

　　　　平成２８年１２月６日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　天草市長　中　村　五　木
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第１表　歳入歳出予算補正

     歳        入 (単位：千円)

款 項

12 分担金及び負担金 602,539 500 603,039

 1 分担金 25,553 500 26,053

14 国庫支出金 6,635,944 101,566 6,737,510

 1 国庫負担金 4,968,841 34,289 5,003,130

 2 国庫補助金 1,647,857 67,277 1,715,134

15 県支出金 4,140,839 173,099 4,313,938

 1 県負担金 2,155,461 2,962 2,158,423

 2 県補助金 1,762,924 170,137 1,933,061

17 寄附金 202,753 1,810 204,563

 1 寄附金 202,753 1,810 204,563

18 繰入金 1,972,876 △1,032,245 940,631

 2 基金繰入金 1,972,876 △1,032,245 940,631

19 繰越金 1 2,301,737 2,301,738

 1 繰越金 1 2,301,737 2,301,738

20 諸収入 566,601 602 567,203

 5 雑入 349,699 602 350,301

21 市債 4,957,943 286,400 5,244,343

 1 市債 4,957,943 286,400 5,244,343

34,601,869 34,601,869

53,681,365 1,833,469 55,514,834歳　　入　　合　　計

補 正 前 の 額 補 正 額 計

補　正　さ　れ　な　か　っ　た　款　項　に　係　る　額

-
 
6
5
 
-



     歳        出 (単位：千円)

款 項

 1 議会費 268,429 606 269,035

 1 議会費 268,429 606 269,035

 2 総務費 8,010,378 1,194,120 9,204,498

 1 総務管理費 7,272,451 1,175,378 8,447,829

 2 徴税費 340,422 7,535 347,957

 3 地籍調査費 58,541 4,352 62,893

 4 戸籍住民基本台帳費 155,454 932 156,386

 5 選挙費 110,748 169 110,917

 6 統計調査費 26,378 3,681 30,059

 7 監査委員費 46,384 2,073 48,457

 3 民生費 17,717,627 45,058 17,762,685

 1 社会福祉費 5,378,201 9,556 5,387,757

 2 高齢者福祉費 4,571,313 △68,991 4,502,322

 3 児童福祉費 6,326,851 104,608 6,431,459

 4 生活保護費 1,440,762 △115 1,440,647

 4 衛生費 5,972,245 45,680 6,017,925

 1 保健衛生費 973,689 △4,423 969,266

 2 環境費 2,918,343 28,246 2,946,589

 3 斎場費 89,455 △4,770 84,685

 4 水道費 869,848 27,226 897,074

 5 病院費 966,272 △14,351 951,921

 6 看護専門学校費 154,638 13,752 168,390

 5 農林水産業費 3,060,029 136,566 3,196,595

 1 農業費 1,667,998 135,530 1,803,528

 2 林業費 318,311 1,004 319,315

 3 水産業費 1,073,720 32 1,073,752

補 正 前 の 額 補 正 額 計

-
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(単位：千円)

款 項

 6 商工費 1,341,189 99,625 1,440,814

 1 商工費 1,341,189 99,625 1,440,814

 7 土木費 2,833,039 △99,555 2,733,484

 1 土木管理費 171,623 9,422 181,045

 2 道路橋梁費 1,033,312 12,895 1,046,207

 3 河川費 120,357 8,683 129,040

 4 港湾費 120,375 9,415 129,790

 5 都市計画費 546,378 △128,381 417,997

 6 下水道費 612,602 △7,045 605,557

 7 住宅費 228,392 △4,544 223,848

 8 消防費 2,911,056 17,539 2,928,595

 1 消防費 2,911,056 17,539 2,928,595

 9 教育費 4,084,750 348,680 4,433,430

 1 教育総務費 1,178,240 20,753 1,198,993

 2 小学校費 1,262,891 363,535 1,626,426

 3 中学校費 230,079 9,420 239,499

 4 幼稚園費 149,662 △3,155 146,507

 6 学校給食費 608,179 △16,693 591,486

 7 社会教育費 655,699 △25,180 630,519

10 災害復旧費 472,981 45,150 518,131

 1 農林水産施設災害復旧費 154,431 5,150 159,581

 2 公共土木施設災害復旧費 318,550 40,000 358,550

7,009,642 7,009,642

53,681,365 1,833,469 55,514,834歳　　出　　合　　計

補 正 前 の 額 補 正 額 計

補　正　さ　れ　な　か　っ　た　款　項　に　係　る　額

-
 
6
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　１　繰越明許費の追加 （単位：千円）

　２　総務費 　１　総務管理費 6,375

70,000

　３　民生費 　３　児童福祉費 106,533

　４　衛生費 　２　環境費 19,980

　５　農林水産業費 　３　水産業費 60,000

10,000

100,000

　６　商工費 　１　商工費 14,417

24,496

　７　土木費 　１　土木管理費 12,000

5,012

　２　道路橋梁費 73,000

　４　港湾費 16,500

　５　都市計画費 13,400

62,375

　７　住宅費 52,800

　８　消防費 　１　消防費 900,333

　９　教育費 　２　小学校費 106,071

265,255

　９　教育費 　６　学校給食費 6,709

　10　災害復旧費 149,000

18,000

市道改良（交付金）事業

港湾改修事業（交付金）

熊本天草幹線道路連絡街路整備事業

都市計画見直し事業

災害復旧費 現年発生単独公共土木施設

　２　公共土木施設 現年発生補助公共土木施設

市営住宅ストック総合改善事業

防災行政無線整備事業

本渡東小学校建設事業

有明小学校建設事業

栖本学校給食センター整備事業

第２表　繰越明許費補正

款 項 事　　　業　　　名

コミュニティセンター整備事業

海岸堤防等老朽化対策事業

民間建築物耐震改修促進事業

６次産業化ネットワーク活動交付金

金　額

﨑津漁港漁業集落環境整備事業

天草市庁舎建設事業

保育所等緊急整備事業

クリーンセンター施設整備事業

漁村再生交付金事業

（仮称）イルカセンター整備事業

建築基準法指定道路台帳整備事業

-
 
6
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第３表　債務負担行為補正

　　１　債務負担行為の追加 （単位：千円）

御所浦クリーンセンター運転管理業務委託料 平成29年度 20,036

事　　　　　　　　　　　　　項 期　　　間 限　度　額

広報紙印刷製本費 平成29年度 21,039

天草市議会だより編集業務委託料

平成29年度～平成31年度 1,529

　　　　年度別内訳

平成29年度 508

平成30年度 508

平成31年度 513

平成29年度 3,869

平成30年度 3,801

平成31年度 3,837

天草市コミュニティエフエム局設置事業費 平成29年度 257,500

コミュニティセンター指定管理業務委託料（７施設） 平成29年度 27,536

広報紙配送業務委託料 平成29年度 2,981

広報紙編集業務委託料

平成29年度～平成31年度 11,507

　　　　年度別内訳

ごみ袋作製費 平成29年度 38,726

一般廃棄物収集運搬業務委託料（本渡地区・不燃）

平成29年度～平成31年度 67,732

　　　　年度別内訳

平成29年度 22,508

平成30年度 22,508

平成31年度 22,716

一般廃棄物収集運搬業務委託料（本渡地区・不燃を除く全て） 平成29年度 368,650

-
 
6
9
 
-



（単位：千円）

天草市汚泥再生処理センター運転管理業務委託料

149,863

天草市汚泥再生処理センター自家用電気工作物保安業務委託料 平成29年度 532

事　　　　　　　　　　　　　項 期　　　間 限　度　額

天草キリシタン館入館者等整理誘導警備業務委託料 平成29年度 2,087

スクールバス運行管理業務委託料（牛深東小中３台） 平成29年度 52,993

平成29年度 128,269

道路維持補修業務委託料 平成29年度

-
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第４表　地方債補正

　　１　地方債の変更 （単位：千円）

限度額 起債の方法 利率 償還の方法 限度額 起債の方法 利率 償還の方法

　地域情報化事業 181,600
証書借入
又は
証券発行

　５．０％以内
（ただし、利率
見直し方式で借
り入れる資金に
ついて、利率の
見直しを行った
後においては、
当該見直し後の
利率）

　政府資金については
その融資条件により、
銀行その他の場合には
その債権者と協定する
ものによる。ただし、
市財政の都合により据
置期間及び償還期限を
短縮し、又は繰上償還
もしくは低利に借換え
することができる。

120,300
補正前
に同じ

補正前
に同じ

補正前
に同じ

　体育施設整備事業 28,600 〃 〃 〃 35,800 〃 〃 〃

　港湾改修事業 47,900 〃 〃 〃 60,900 〃 〃 〃

　街路整備事業 95,100 〃 〃 〃 55,500 〃 〃 〃

　小学校施設整備事業 643,400 〃 〃 〃 927,200 〃 〃 〃

　災害復旧事業 133,800 〃 〃 〃 217,100 〃 〃 〃

補 正 前 補 正 後
起債の目的

-
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議第１６６号

平成２８年度天草市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）

　平成２８年度天草市の国民健康保険特別会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算の補正）

第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 319,618千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 15,670,448千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。

　　　平成２８年１２月６日提出

天草市長　中　村　五　木　　　

-
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第１表　歳入歳出予算補正

     歳        入 (単位：千円)

款 項

 3 国庫支出金 3,977,600 32,806 4,010,406

 1 国庫負担金 2,442,600 31,618 2,474,218

 2 国庫補助金 1,535,000 1,188 1,536,188

 4 県支出金 848,600 △180,000 668,600

 2 県補助金 760,000 △180,000 580,000

 5 療養給付費交付金 618,000 △204,982 413,018

 1 療養給付費交付金 618,000 △204,982 413,018

 6 前期高齢者交付金 2,934,200 308,603 3,242,803

 1 前期高齢者交付金 2,934,200 308,603 3,242,803

 9 繰入金 1,338,001 963 1,338,964

 1 一般会計繰入金 1,338,000 963 1,338,963

10 繰越金 150,001 362,228 512,229

 1 繰越金 150,001 362,228 512,229

5,484,428 5,484,428

15,350,830 319,618 15,670,448歳　　入　　合　　計

補 正 前 の 額 補 正 額 計

補　正　さ　れ　な　か　っ　た　款　項　に　係　る　額

-
 
7
3
 
-



     歳        出 (単位：千円)

款 項

 1 総務費 159,656 △11,560 148,096

 1 総務管理費 128,531 △1,211 127,320

 5 国民健康保険特別対策事業費 19,160 △10,349 8,811

 2 保険給付費 9,312,587 360,700 9,673,287

 1 療養諸費 8,072,837 262,700 8,335,537

 2 高額療養費 1,192,000 98,000 1,290,000

 3 後期高齢者支援金等 1,432,180 △83,575 1,348,605

 1 後期高齢者支援金等 1,432,180 △83,575 1,348,605

 4 前期高齢者納付金等 1,930 △988 942

 1 前期高齢者納付金等 1,930 △988 942

 6 介護納付金 609,000 △34,992 574,008

 1 介護納付金 609,000 △34,992 574,008

 8 保健事業費 158,794 10,406 169,200

 1 保健事業費 113,082 10,349 123,431

 2 特別総合保健事業費 45,712 57 45,769

11 諸支出金 16,982 79,627 96,609

 1 償還金及び還付加算金 10,502 79,627 90,129

3,659,701 3,659,701

15,350,830 319,618 15,670,448歳　　出　　合　　計

補 正 前 の 額 補 正 額 計

補　正　さ　れ　な　か　っ　た　款　項　に　係　る　額

-
 
7
4
 
-



議第１６７号

平成２８年度天草市介護保険特別会計補正予算（第２号）

　平成２８年度天草市の介護保険特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 242,937千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 11,180,090千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。

 　　平成２８年１２月６日提出

天草市長　中　村　五　木　　

-
 
7
5
 
-



第１表　歳入歳出予算補正

     歳        入 (単位：千円)

款 項

 4 支払基金交付金 2,914,774 4,821 2,919,595

 1 支払基金交付金 2,914,774 4,821 2,919,595

 7 繰入金 1,778,763 △50,061 1,728,702

 1 一般会計繰入金 1,628,763 △50,061 1,578,702

 8 繰越金 234 288,177 288,411

 1 繰越金 234 288,177 288,411

6,243,382 6,243,382

10,937,153 242,937 11,180,090

     歳        出 (単位：千円)

款 項

 1 総務費 265,782 △1,502 264,280

 1 総務管理費 156,113 △1,502 154,611

 6 基金積立金 1,506 128,323 129,829

 1 基金積立金 1,506 128,323 129,829

 8 諸支出金 5,234 116,116 121,350

 1 償還金及び還付加算金 5,234 116,116 121,350

10,664,631 10,664,631

10,937,153 242,937 11,180,090歳　　出　　合　　計

歳　　入　　合　　計

補 正 前 の 額 補 正 額 計

補　正　さ　れ　な　か　っ　た　款　項　に　係　る　額

補 正 前 の 額 補 正 額 計

補　正　さ　れ　な　か　っ　た　款　項　に　係　る　額

-
 
7
6
 
-



議第１６８号

平成２８年度天草市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

　平成２８年度天草市の後期高齢者医療特別会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算の補正）

第１条　歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 16,293千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1,169,690千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。

　　平成２８年１２月６日提出

天草市長　中　村　五　木　　

-
 
7
7
 
-



第１表　歳入歳出予算補正

     歳        入 (単位：千円)

款 項

 4 繰入金 487,278 △21,938 465,340

 1 一般会計繰入金 487,278 △21,938 465,340

 5 繰越金 1 5,645 5,646

 1 繰越金 1 5,645 5,646

698,704 698,704

1,185,983 △16,293 1,169,690

     歳        出 (単位：千円)

款 項

 1 総務費 40,127 1,868 41,995

 1 総務管理費 38,578 1,868 40,446

 2 後期高齢者医療広域連合納付金 1,110,280 △18,161 1,092,119

 1 熊本県後期高齢者医療広域連合 1,110,280 △18,161 1,092,119

納付金

35,576 35,576

1,185,983 △16,293 1,169,690歳　　出　　合　　計

歳　　入　　合　　計

補 正 前 の 額 補 正 額 計

補　正　さ　れ　な　か　っ　た　款　項　に　係　る　額

補 正 前 の 額 補 正 額 計

補　正　さ　れ　な　か　っ　た　款　項　に　係　る　額

-
 
7
8
 
-



議第１６９号

平成２８年度天草市浄化槽市町村整備推進事業特別会計補正予算（第１号）

　平成２８年度天草市の浄化槽市町村整備推進事業特別会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算の補正）

第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 152千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 151,575千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。

　　平成２８年１２月６日提出

天草市長　中　村　五　木　　

-
 
7
9
 
-



第１表　歳入歳出予算補正

     歳        入 (単位：千円)

款 項

 6 繰入金 76,178 11 76,189

 1 一般会計繰入金 75,242 11 75,253

 7 繰越金 1 141 142

 1 繰越金 1 141 142

75,244 75,244

151,423 152 151,575

     歳        出 (単位：千円)

款 項

 1 浄化槽市町村整備推進事業費 118,769 152 118,921

 1 浄化槽市町村整備推進事業費 118,769 152 118,921

32,654 32,654

151,423 152 151,575歳　　出　　合　　計

歳　　入　　合　　計

補 正 前 の 額 補 正 額 計

補　正　さ　れ　な　か　っ　た　款　項　に　係　る　額

補 正 前 の 額 補 正 額 計

補　正　さ　れ　な　か　っ　た　款　項　に　係　る　額

-
 
8
0
 
-



議第１７０号

平成２８年度天草市簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）

　平成２８年度天草市の簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算の補正）

第１条　歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 974千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1,393,782千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。

　　平成２８年１２月６日提出

天草市長　中　村　五　木　　

-
 
8
1
 
-



第１表　歳入歳出予算補正

     歳        入 (単位：千円)

款 項

 3 繰入金 728,151 △369 727,782

 1 一般会計繰入金 728,151 △369 727,782

 4 繰越金 1 1,343 1,344

 1 繰越金 1 1,343 1,344

664,656 664,656

1,392,808 974 1,393,782

     歳        出 (単位：千円)

款 項

 1 簡易水道事業費 607,331 974 608,305

 1 簡易水道総務費 531,731 974 532,705

785,477 785,477

1,392,808 974 1,393,782歳　　出　　合　　計

歳　　入　　合　　計

補 正 前 の 額 補 正 額 計

補　正　さ　れ　な　か　っ　た　款　項　に　係　る　額

補 正 前 の 額 補 正 額 計

補　正　さ　れ　な　か　っ　た　款　項　に　係　る　額

-
 
8
2
 
-



議第１７１号

平成２８年度天草市国民健康保険診療施設特別会計補正予算（第１号）

　平成２８年度天草市の国民健康保険診療施設特別会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算の補正）

第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 2,251千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 219,503千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。

　　平成２８年１２月６日提出

天草市長　中　村　五　木　　

-
 
8
3
 
-



第１表　歳入歳出予算補正

     歳        入 (単位：千円)

款 項

 3 県支出金 0 576 576

 2 県補助金 0 576 576

 5 繰入金 118,244 △18,883 99,361

 1 一般会計繰入金 118,244 △18,883 99,361

 6 繰越金 1 20,558 20,559

 1 繰越金 1 20,558 20,559

99,007 99,007

217,252 2,251 219,503

     歳        出 (単位：千円)

款 項

 1 総務管理費 180,960 1,386 182,346

 1 総務管理費 180,960 1,386 182,346

 2 医業費 35,691 865 36,556

 1 医業費 35,691 865 36,556

601 601

217,252 2,251 219,503歳　　出　　合　　計

歳　　入　　合　　計

補 正 前 の 額 補 正 額 計

補　正　さ　れ　な　か　っ　た　款　項　に　係　る　額

補 正 前 の 額 補 正 額 計

補　正　さ　れ　な　か　っ　た　款　項　に　係　る　額

-
 
8
4
 
-



議第１７２号

平成２８年度天草市歯科診療所特別会計補正予算（第１号）

　平成２８年度天草市の歯科診療所特別会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算の補正）

第１条　歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 1,152千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 61,548千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。

　　平成２８年１２月６日提出

天草市長　中　村　五　木　　

-
 
8
5
 
-



第１表　歳入歳出予算補正

     歳        入 (単位：千円)

款 項

 1 歯科診療収入 29,700 △4,000 25,700

 1 歯科診療収入 29,700 △4,000 25,700

 3 繰入金 29,457 4,308 33,765

 1 一般会計繰入金 29,457 4,308 33,765

 4 繰越金 1 844 845

 1 繰越金 1 844 845

1,238 1,238

60,396 1,152 61,548

     歳        出 (単位：千円)

款 項

 1 総務管理費 35,551 1,152 36,703

 1 総務管理費 35,477 1,152 36,629

24,845 24,845

60,396 1,152 61,548歳　　出　　合　　計

歳　　入　　合　　計

補 正 前 の 額 補 正 額 計

補　正　さ　れ　な　か　っ　た　款　項　に　係　る　額

補 正 前 の 額 補 正 額 計

補　正　さ　れ　な　か　っ　た　款　項　に　係　る　額

-
 
8
6
 
-



議第１７３号

平成２８年度天草市斎場事業特別会計補正予算（第１号）

　平成２８年度天草市の斎場事業特別会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

　（歳入予算の補正）

第１条　歳入予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入予算の金額は、「第１表　歳入予算補正」による。

　　平成２８年１２月６日提出

天草市長　中　村　五　木　　　

-
 
8
7
 
-



第１表　歳入歳出予算補正

     歳        入 (単位：千円)

款 項

 3 繰入金 89,455 △4,770 84,685

 1 繰入金 89,455 △4,770 84,685

 4 繰越金 1 4,770 4,771

 1 繰越金 1 4,770 4,771

4,005 4,005

93,461 0 93,461歳　　入　　合　　計

補 正 前 の 額 補 正 額 計

補　正　さ　れ　な　か　っ　た　款　項　に　係　る　額

-
 
8
8
 
-



議第１７４号

　（総　則）

第１条 平成２８年度天草市病院事業会計の補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。

　（業務の予定量）

第２条 平成２８年度天草市病院事業会計予算（以下「予算」という。）第２条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

（ 計 ）

（２）延患者数 262,505 人 △ 4,015 人 258,490 人

　　　入院患者数 一般病床 51,465 人 △ 730 人 50,735 人

　　　入院患者数 医療型療養病床 44,165 人 △ 2,920 人 41,245 人

結核病床 1,825 人 △ 365 人 1,460 人

（３）一日平均患者数 828 人 △ 11 人 817 人

　　　入院患者数 一般病床 141 人 △ 2 人 139 人

医療型療養病床 121 人 △ 8 人 113 人

結核病床 5 人 △ 1 人 4 人

　（収益的収入及び支出）

第３条 予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（ 計 ）

第１款 4,060,918 千円 △ 77,038 千円 3,983,880 千円

第１項 3,449,080 千円 △ 77,262 千円 3,371,818 千円

第２項 611,826 千円 224 千円 612,050 千円

第１款 4,060,918 千円 △ 77,038 千円 3,983,880 千円

第１項 3,972,480 千円 △ 77,238 千円 3,895,242 千円

第２項 84,430 千円 200 千円 84,630 千円

平成２８年度天草市病院事業会計補正予算（第２号）

病院事業収益

収　　入

医 業 収 益

（ 補正予定額 ）

医 業 外 収 益

支　　出

医 業 費 用

医 業 外 費 用

（ 既決予定額 ）（ 科　　　目 ） （ 補正予定額 ）

病院事業費用

（ 科　　　目 ） （ 既決予定額 ）

-
 
8
9
 
-



　（資本的収入及び支出）

第４条 予算第４条本文括弧書中、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額「333,574千円」を「320,339千円」に、当年度分消費税

　及び地方消費税資本的収支調整額「19,683千円」を「16,160千円」に、過年度分損益勘定留保資金「313,891千円」を「304,179千円」に

　改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

第１款 222,270 千円 △ 34,335 千円 187,935 千円

第３項 34,335 千円 △ 34,335 千円 0 千円

第１款 555,844 千円 △ 47,570 千円 508,274 千円

第１項 265,726 千円 △ 47,570 千円 218,156 千円

　（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第５条 予算第７条に定めた経費の金額を次のように改める。

職 員 給 与 費 2,561,152 千円 △ 81,955 千円 2,479,197 千円

　（債務負担行為）

第６条 予算第11条に定めた債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額について、「第１表　債務負担行為」のとおり追加する。

　　平成２８年１２月６日提出

（ 科　　　目 ） （ 補正予定額 ） （ 計 ）

（１）

資本的収入

収　　入

支　　出

（ 計 ）

資本的支出

県 補 助 金

建 設 改 良 費

天草市長　　中　村　五　木  　　

（ 既決予定額 ）

（ 科　　　目 ） （ 既決予定額 ） （ 補正予定額 ）

-
 
9
0
 
-



第１表　債務負担行為

　１ 債務負担行為の追加 （単位：千円）

事　　項 期間 限度額

防炎カーテン保守委託料 平成29年度～平成33年度 9,810

　年度別内訳

平成29年度 1,944

平成30年度 1,944

平成31年度 1,962

平成32年度 1,980

平成33年度 1,980

病院清掃業務委託料 平成29年度 21,080

ＣＴスキャナ保守業務委託料 平成29年度 14,352

オーダーリングシステム等保守管理委託料 平成29年度 13,236

浄化槽清掃等業務委託料 平成29年度 9,750

医用画像システム保守点検業務委託料 平成29年度 9,069

空調設備保守点検業務委託料 平成29年度 4,390

エレベーター等保守管理業務委託料 平成29年度 4,180

透視撮影装置保守業務委託料 平成29年度 3,868

自動分析装置保守業務委託料 平成29年度 3,150

病院管理等業務委託料 平成29年度 3,000

内視鏡保守点検業務委託料 平成29年度 1,770

日立ＭＲイメージング装置保守料 平成29年度 1,620

排水処理槽点検業務委託料 平成29年度 1,500

消防設備保守点検業務委託料 平成29年度 1,270

人工呼吸器等保守点検業務委託料 平成29年度 1,210

-
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事　　項 期間 限度額

財務会計システム保守管理委託料 平成29年度 1,200

医療ガス設備保守点検業務委託料 平成29年度 1,163

Ｘ線撮影装置保守業務委託料 平成29年度 985

ＦＣＲシステム保守業務委託料 平成29年度 983

医療事務コンピュータソフトウェア更新業務委託料 平成29年度 848

自動ドア保守管理業務委託料 平成29年度 836

電話設備保守管理業務委託料 平成29年度 550

医療事務コンピュータ保守点検業務委託料 平成29年度 468

眼科自動視野計保守業務委託料 平成29年度 389

栄養管理システムソフトウェア保守委託料 平成29年度 312

病院廃棄物処理業務委託料 平成29年度 契約に定める額

臨床検査業務委託料 平成29年度 契約に定める額

医事コンピューター賃借料 平成29年度 1,361

患者衣・寝具等賃借料 平成29年度 契約に定める額

酸素供給装置賃借料 平成29年度 契約に定める額

人工呼吸器賃借料 平成29年度 契約に定める額

-
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-



第１条　平成２８年度天草市水道事業会計の補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。　

（収益的収入及び支出）

第２条　平成２８年度天草市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

　第１款　事　業　収　益 1,603,181 千円 16,294 千円 1,619,475 千円

　　第１項　営　業　収　益　 1,405,677 千円 △ 51 千円 1,405,626 千円

　　第２項　営 業 外 収 益　 197,494 千円 16,345 千円 213,839 千円

　第１款　事　業　費 1,499,700 千円 7,250 千円 1,506,950 千円

　　第１項　営　業　費　用 1,344,903 千円 7,250 千円 1,352,153 千円

（資本的収入及び支出）

第３条　予算第４条本文括弧書中、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額「７３１，０２３千円」を「７２０，０２９千円」に、過年度分

   損益勘定留保資金「７０３，６４４千円」を「６９２，６５０千円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

　第１款　資 本 的 収 入 34,773 千円 11,250 千円 46,023 千円

　　第２項　工 事 負 担 金 11,650 千円 3,750 千円 15,400 千円

　　第３項　補　助　金 0 千円 7,500 千円 7,500 千円

　第１款　資 本 的 支 出 765,796 千円 256 千円 766,052 千円

　　第１項　建 設 改 良 費 400,384 千円 256 千円 400,640 千円

議第１７５号

平成２８度天草市水道事業会計補正予算（第２号）

（ 科　   　目 ）

（ 科　   　目 ）

（総　則）

（ 既決予定額 ） （ 補正予定額 ） （ 計 ）

収　　入

支　　出

（ 既決予定額 ） （ 補正予定額 ） （ 計 ）

収　　入

支　　出

-
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第４条　予算第６条（１）に定めた経費の金額を次のように改める。

(1) 職 員 給 与 費 165,321 千円 千円 167,598 千円

第５条　予算第７条の表中に定めた一般会計からこの会計へ補助を受ける金額について、次のとおり補正する。

105,574 千円 千円 121,919 千円

　　平成２８年１２月６日提出

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

（他会計からの補助金）

2,277

16,345

天草市長　　中　村　五　木　　 

（ 計 ）

（ 計 ）

（ 補正予定額 ）

（ 補正予定額 ）（ 既決予定額 ）

（ 既決予定額 ）（ 科　   　目 ）

-
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第１条　平成２８年度天草市下水道事業会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。　

（収益的収入及び支出）

第２条　平成２８年度天草市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

　第１款　事　業　収　益 2,114,057 千円 △ 9,373 千円 2,104,684 千円

　　第２項　営　業　外　収　益 1,270,583 千円 △ 9,373 千円 1,261,210 千円

　第１款　事　　業　　費 2,023,393 千円 △ 9,373 千円 2,014,020 千円

　　第１項　営 　業 　費 　用 1,852,694 千円 △ 9,373 千円 1,843,321 千円

（資本的収入及び支出）

第３条　予算第４条本文括弧書中、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額「７１０，４８８千円」を「７１５，６４３千円」に、当年度分

   損益勘定留保資金「５５３，６１７千円」 を「５５８，７７２千円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

　第１款　資　本　的　収　入 681,523 千円 △ 2,936 千円 678,587 千円

　　第２項　補　　助　　金 325,149 千円 △ 2,936 千円 322,213 千円

　第１款　資　本　的　支　出 1,392,011 千円 2,219 千円 1,394,230 千円

　　第１項　建 設 改 良 費 675,580 千円 △ 2,936 千円 672,644 千円

　　第２項　企 業 債 償 還 金 716,431 千円 5,155 千円 721,586 千円

（ 計 ）（科　　　　目）

収　　　入

支　　　出

（ 既決予定額 ） （ 補正予定額 ）

支　　　出

（ 既決予定額 ） （ 補正予定額 ） （ 計 ）

議第１７６号

平成２８年度天草市下水道事業会計補正予算（第１号）

（科　　　　目）

（総　則）

収　　　入

-
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（債務負担行為）

第４条　予算第５条に定めた債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額について次のとおり追加する。

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

本渡浄化センター汚泥運搬処分業務委託料 平成29年度

限　　度　　額

本渡処理区マンホールポンプ場運転管理業務委託料 平成29年度

本渡処理区雨水渠スクリーン清掃管理業務委託料 平成29年度

事　　　　項 期　　　間

棚底浄化センター維持管理業務委託料 平成29年度

高浜浄化センター維持管理業務委託料 平成29年度 10,420

下田浄化センター維持管理業務委託料 平成29年度

一町田浄化センター維持管理業務委託料 平成29年度

汚泥脱水業務委託料 平成29年度

本郷漁業集落排水処理施設維持管理業務委託料 平成29年度

宮田浄化センター維持管理業務委託料 平成29年度

8,497

9,484

佐伊津浄化センター維持管理業務委託料 平成29年度

佐伊津地区雨水ポンプ場運転管理業務委託料 平成29年度

新町浄化センター維持管理業務委託料 平成29年度 2,511

6,148

1,543

3,607

1,588

27,739

6,247

9,473

7,618

8,207

5,940

6,380

6,844﨑津浄化センター維持管理業務委託料 平成29年度

通詞島排水処理施設維持管理業務委託料 平成29年度

宮野河内浄化センター維持管理業務委託料 平成29年度

-
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（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第５条　予算第９条（１）に定めた経費の金額を次のように改める。

　（１）職 員 給 与 費 93,332 千円 △ 12,258 千円 81,074 千円

（他会計からの補助金）

第６条　予算第１０条の表中に定めた、補助金を受ける金額「６７８，８９２千円」を「６６９，５１９千円」に、「４６，４０１千円」を

　「４３，４６５千円」に改める。

天草市長　　中　村　五　木　　　

（科　　　目） （ 既決予定額 ） （ 補正予定額 ） （ 計 ）

　　平成２８年１２月６日提出-
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